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３
）「
人
格
の
同
一
性
」
の
基
準

４　

属
性
を
読
み
込
む
「
名
義
人
」
の
理
解

　
（
１
）
作
成
名
義
の
偽
り
と
人
格
の
偽
り

　
（
２
）「
文
書
の
性
質
」
と
属
性

文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

山　

科　

麻　

衣



　

六
九
六

　
（
３
）
自
己
の
名
称
と
書
か
れ
ざ
る
属
性

５　
「
名
義
人
」
に
属
性
を
読
み
込
む
必
要
性
と
許
容
性

　
（
１
）
保
護
法
益
か
ら
の
検
討

　
（
２
）「
重
要
な
事
項
」
の
偽
り

６　

ま
と
め
に
代
え
て

１　

は
じ
め
に

　

我
が
国
で
は
、
私
文
書
偽
造
罪
に
つ
い
て
は
有
形
偽
造
の
み
を
処
罰
対
象
と
し
、
権
限
な
く
他
人
名
義
を
冒
用
す
る
こ
と
を
有
形
偽

造
と
説
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
有
形
偽
造
に
つ
い
て
、「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
が
採
用

さ
れ
る
に
至
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
偽
造
の
成
否
が
判
断
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
名
義
の
冒
用
」
と
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
は
、
そ

の
本
質
に
お
い
て
は
同
じ
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
人
格
」
と
い
う
説
明
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
最
も
注
目
す
べ
き

点
は
、
名
義
人
と
作
成
者
の
「
人
格
」
の
特
定
に
お
い
て
、
一
定
の
資
格
や
権
限
、
肩
書
き
と
い
っ
た
人
の
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
を

明
示
的
に
認
め
た
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
が
採
用
さ
れ
た
意
味
と
、
そ
の
運
用
に

お
い
て
「
人
格
」
の
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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２　
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
の
採
用　
（
最
判
昭
和
五
九
年
二
月
一
七
日
）

　
（
１
） 
通
称
名
の
使
用　

―

人
格
の
同
一
性
を
肯
定
し
た
下
級
審
の
判
断―

　

我
が
国
の
判
例
上
、
有
形
偽
造
の
基
準
に
つ
き
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
定
義
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
九
年
二
月

一
七
日
判
決
（
刑
集
三
八
巻
三
号
三
三
六
頁
）
が
最
初
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
は
、
本
邦
に
密
入
国
し
外
国
人
の
新
規
登
録
申
請
を
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甲
名
義
で
発
行
さ
れ
た
外
国
人
登

録
証
明
書
を
他
か
ら
取
得
し
、
そ
の
名
義
で
登
録
事
項
確
認
申
請
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
が
外
国
人
登
録
証
明
書
の
甲
そ
の

人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
本
邦
に
在
留
を
続
け
て
い
た
被
告
人
が
、
甲
名
義
を
用
い
て
再
入
国
許
可
申
請
書
を
作
成
、
行
使
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
甲
と
い
う
名
称
を
永
年
自
己
の
氏
名
と
し
て
公
然
使
用
し
、
そ
れ
が
社
会
生
活
上
一
般
に
被
告
人
を

指
称
す
る
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
甲
名
義
を
も
っ
て
再
入
国
許
可
申
請
書
を
作
成
し
た
行
為
が
「
作
成
名
義
を
偽
っ

て
」
私
文
書
を
作
成
し
た
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

本
件
の
第
一
審
及
び
控
訴
審
は
、
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。
検
察
官
が
、「
本
件
の
よ
う
に
、
法
令
の
要
求
す
る
手
続

を
不
法
に
免
れ
、
あ
る
い
は
他
の
違
法
状
態
の
発
覚
を
防
止
す
る
た
め
、
殊
更
他
人
の
仮
名
を
詐
称
し
た
う
え
、
本
名
で
作
成
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
法
律
上
の
手
続
に
お
い
て
、
本
名
以
外
の
右
詐
称
名
義
で
文
書
を
作
成
す
れ
ば
、
な
お
私
文
書
偽
造
罪
が
成
立
す
る

と
い
う
べ
き
」
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
昭
和
五
七
年
一
二
月
六
日（3
））
は
、
ま
ず
「
私
文
書
偽
造
と
は
、
そ
の

作
成
名
義
を
偽
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
私
文
書
の
名
義
人
で
な
い
者
が
権
限
が
な
い
の
に
、
名
義
人
の
氏
名
を
冒
用
し
て
文
書
を
作
成
す

る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
は
、
文
書
の
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
点
に
あ
る
」
と
し
た
。
そ

（
1
）

（
2
）



　

六
九
八

れ
ゆ
え
、「
本
名
以
外
の
名
称
を
用
い
て
私
文
書
を
作
成
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
名
称
が
特
定
識
別
機
能
を
有
す
る
通
名
な
ど

で
あ
れ
ば
、
当
該
私
文
書
の
作
成
目
的
、
用
途
及
び
流
通
す
る
範
囲
、
通
名
な
ど
の
名
称
の
有
す
る
特
定
識
別
機
能
の
程
度
等
を
総
合

的
に
検
討
し
、
当
該
私
文
書
の
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
に
人
格
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
文
書
は
不
真
正
の
文
書
と
は

い
え
ず
、
こ
れ
を
作
成
し
て
も
、
私
文
書
偽
造
罪
は
成
立
す
る
こ
と
は
な
」
い
と
認
め
た
。
そ
し
て
、
甲
と
い
う
名
称
は
「
被
告
人
が

永
年
こ
れ
を
自
己
の
氏
名
と
し
て
公
然
使
用
し
た
結
果
、
限
ら
れ
た
本
邦
在
留
の
親
族
及
び
同
郷
者
ら
と
の
関
係
を
除
く
そ
の
余
の
一

般
社
会
生
活
関
係
、
す
な
わ
ち
家
族
、
隣
人
、
日
本
人
及
び
同
朋
の
友
人
及
び
知
人
、
職
場
及
び
所
属
団
体
関
係
者
並
び
に
行
政
機
関

関
係
者
ら
の
間
で
は
被
告
人
を
指
称
す
る
名
称
と
し
て
定
着
し
、
他
人
と
の
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
高
度
の
特
定
識
別
機
能
を

十
分
に
果
た
す
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
（
4
）、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
被
告
人
が
右
通
名
を
使
用
し
て
作
成
し
た
本
件
再
入

国
許
可
申
請
書
は
、
そ
れ
が
、
出
入
国
の
公
正
な
管
理
を
目
的
と
す
る
出
入
国
管
理
法
令
の
下
で
、
在
留
外
国
人
の
出
国
に
際
し
て
の

再
入
国
許
可
の
審
査
手
続
に
関
し
、
法
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ど
、
そ
の
作
成
目
的
、
用
途
及
び
使
用
さ
れ
る
範
囲
等

の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
そ
の
名
義
人
と
作
成
者
で
あ
る
被
告
人
と
の
間
に
客
観
的
に
人
格
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
」
る
と
し
て
、

第
一
審
の
無
罪
判
決
を
維
持
し
た
。

　
（
２
）
人
格
の
同
一
性
を
否
定
し
た
最
高
裁
の
「
人
格
」
の
捉
え
方

　

こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
再
入
国
の
許
可
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、
当
然
に
、
本
名
を
用
い
て
申
請

書
を
作
成
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
被
告
人
は
、
密
入
国
者
で
あ
っ
て
外
国
人
の
新
規
登
録
申
請
を
し
て
い
な

い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
甲
名
義
で
発
行
さ
れ
た
外
国
人
登
録
証
明
書
を
取
得
し
、
そ
の
名
義
で
登
録
事
項
確
認
申
請
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
り
、
自
ら
が
右
登
録
証
明
書
の
甲
そ
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
っ
て
本
邦
に
在
留
を
続
け
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
し
た
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が
つ
て
、
被
告
人
が
甲
と
い
う
名
称
を
永
年
自
己
の
氏
名
と
し
て
公
然
使
用
し
た
結
果
、
そ
れ
が
相
当
広
範
囲
に
被
告
人
を
指
称
す
る

名
称
と
し
て
定
着
し
、
原
判
決
の
い
う
他
人
と
の
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
高
度
の
特
定
識
別
機
能
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
し
て

も
、
右
の
よ
う
に
被
告
人
が
外
国
人
登
録
の
関
係
で
は
甲
に
な
り
す
ま
し
て
い
た
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
。
そ

の
上
で
、
再
入
国
許
可
申
請
書
の
性
質
に
も
照
ら
す
と
、
本
件
文
書
に
表
示
さ
れ
た
甲
の
氏
名
か
ら
認
識
さ
れ
る
人
格
は
、「
適
法
に

本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
甲
」
で
あ
っ
て
、「
密
入
国
を
し
、
な
ん
ら
の
在
留
資
格
を
も
有
し
な
い
被
告
人
と
は
別
の

人
格
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
本
件
文
書
の
名
義
人
と
作
成
者
と
の
人
格
の
同
一
性
に
齟
齬
を
生
じ
て
い
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　

本
最
高
裁
判
決
は
、
有
形
偽
造
の
本
質
に
つ
い
て
初
め
て
「
名
義
人
と
作
成
者
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
」
こ
と
だ
と
明
言

し
た
（
5
）。
最
高
裁
と
高
裁
で
は
、
い
ず
れ
も
「
人
格
の
同
一
性
」
を
偽
っ
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
高
裁
判
決
は
客
観
的

に
人
格
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
最
高
裁
は
、
本
件
の
被
告
人
が
本
名
と
は
別
の
「
甲
」
と
い
う
名

を
長
年
使
用
し
、
そ
れ
が
被
告
人
を
示
す
も
の
と
し
て
広
く
社
会
一
般
に
通
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
通
用
し
て
い
る
「
甲
」
と

い
う
氏
名
か
ら
認
識
さ
れ
る
人
格
は
、「
適
法
に
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
甲
」、
作
成
者
は
「
密
入
国
を
し
、
な
ん
ら

の
在
留
資
格
を
も
有
し
な
い
被
告
人
」
で
あ
る
と
理
解
し
（
6
）、
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
に
齟
齬
が
あ
る
と
認
め
た
。
こ
の

よ
う
に
最
高
裁
は
「
甲
」
と
い
う
氏
名
か
ら
性
質
を
含
め
た
「
人
格
」
を
読
み
取
っ
た
が
、
高
裁
が
人
格
の
同
一
性
と
い
う
メ
ル
ク
マ

ー
ル
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
確
か
に
被
告
人
の
本
名
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、「
人
格
」
と
い
う
存
在
の
レ
ベ
ル
で
対
比
す
れ
ば
、
名

義
人
と
作
成
者
た
る
被
告
人
は
同
一
人
で
あ
り
、
無
罪
で
あ
る
と
説
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
有
形
偽
造
に
つ
き
同
様
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
な
が
ら
、
高
裁
と
最
高
裁
で
反
対
の
結
論
を
採
る
に
至
っ
た
の

は
、
人
格
の
同
一
性
判
断
に
お
い
て
特
定
す
べ
き
名
義
人
の
「
人
格
」
の
理
解
に
相
異
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
高
裁
が
、
本
件
の
通



　

七
〇
〇

称
名
に
つ
き
「
被
告
人
を
指
称
す
る
名
称
と
し
て
定
着
し
、
他
人
と
の
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
高
度
の
特
定
識
別
機
能
を
十
分

に
果
た
す
に
至
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
高
裁
は
、
名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
「
文
書
か
ら
特
定
の
人

物
を
他
人
と
混
同
す
る
こ
と
な
く
把
握
で
き
れ
ば
足
り
る
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
肉
体
的
存
在

と
し
て
の
人
、
文
字
通
り
の
ヒ
ト
そ
の
も
の
が
「
人
格
」
で
あ
り
、
様
々
な
属
性
を
捨
象
し
て
、
当
該
文
書
か
ら
特
定
・
識
別
さ
れ
る

名
義
人
と
し
て
の
人
間
が
、
作
成
者
と
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
人
格
の
同
一
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
7
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、「
本
件
文
書
に
表
示
さ
れ
た
甲
の
氏
名
か
ら
認
識
さ
れ
る
人
格
は
、
適
法
に
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
て
い
る
甲
」
だ
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
肉
体
的
存
在
と
し
て
区
別
し
う
る
だ
け
で
は
な
く
、「
適
法
に
本
邦
に
在
留
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
属
性
を
も
っ
た
「
甲
」
を
一
つ
の
人
格
と
し
て
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
の
同
一
性
」
に

お
け
る
「
人
格
」
を
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
存
在
と
理
解
し
、
そ
の
名
義
人
の
「
人
格
」
と
作
成
者
を
対
比
し
て
人
格
の
同
一
性
を
判

断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
と
高
裁
の
判
断
の
相
違
は
、「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
を
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
特
定
す
べ

き
名
義
人
の
「
人
格
」
の
理
解
の
相
違
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る（8
）。
本
件
最
高
裁
判
決
の
大
き
な
意
義
は
、「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」

と
い
う
有
形
偽
造
の
定
義
を
明
示
的
に
採
用
し
た
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
「
人
格
」
の
特
定
に
お
い
て
、
人
の
属
性
ま
で
読
み
込
む
こ
と

を
肯
定
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
最
高
裁
の
よ
う
な
「
人
格
」
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
批
判
も
強
い
。
本
件
申
請
書
は
間
違
い
な
く
被
告
人
の

意
思
を
表
示
し
た
文
書
で
あ
っ
て
、
文
書
偽
造
罪
の
予
定
し
な
い
行
政
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
偽
造
概
念
が
不
当
に
拡
張
さ
れ

て
い
る
な
ど
と
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
9
）。

　

そ
こ
で
、「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
有
形
偽
造
の
基
準
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
〇
一

い
き
た
い
。

（
1
）  　
刑
集
三
八
巻
三
号
三
三
六
頁
。
以
下
、
昭
和
五
九
年
判
決
と
示
す
と
き
は
、
本
最
高
裁
判
決
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
2
）  　
通
称
名
の
使
用
は
、
こ
の
昭
和
五
九
年
判
決
以
前
に
も
、
交
通
事
件
原
票
中
の
被
疑
者
供
述
書
の
作
成
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
東
京

高
裁
昭
和
五
四
年
七
月
九
日
判
決
（
判
例
時
報
九
四
七
号
一
二
三
頁
、
後
掲
判
例
表
⑥
）
は
、
被
告
人
が
実
家
に
自
己
の
所
在
を
知
ら
れ
た
く
な

い
た
め
、
本
名
の
Ａ
で
は
な
く
Ｂ
と
名
乗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
交
通
事
件
原
票
中
の
被
疑
者
供
述
書
欄
に
も
Ｂ
と
記
載
し
た
こ
と
に
つ
き
、
私
文

書
偽
造
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
。
弁
護
人
は
、
Ｂ
と
い
う
名
称
は
、
被
告
人
の
人
格
の
別
称
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
供
述
書
の
氏
名
欄
に

記
載
し
た
と
し
て
も
被
告
人
以
外
の
者
の
文
書
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
偽
造
罪
は
成
立
し
な
い
と
主
張
し
た
。

　

東
京
高
裁
は
、「
Ｂ
と
い
う
偽
名
が
、
被
告
人
の
周
囲
の
極
く
限
ら
れ
た
範
囲
に
お
い
て
、
被
告
人
の
本
名
と
し
て
誤
信
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
未
だ
社
会
生
活
上
、
Ｂ
の
名
称
が
被
告
人
の
人
格
を
示
す
も
の
と
し
て
通
用
す
る
に
至
つ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。」
と
し
て
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
は
存
在
と
し
て
の
「
人
格
」
の
同
一
性
を
意
識
し
た

主
張
を
し
て
い
た
が
、
裁
判
所
は
人
格
の
同
一
性
と
い
っ
た
用
語
を
用
い
て
は
説
明
し
な
か
っ
た
。

（
3
）  　
刑
集
三
八
巻
三
号
三
七
三
頁
。

（
4
）  　
控
訴
審
判
決
で
は
、
人
格
の
同
一
性
の
齟
齬
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
名
称
と
し
て
の
通
用
範
囲
や
定
着
度
合
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
な
る
、

そ
の
名
称
の
「
特
定
識
別
機
能
」
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
特
定
識
別
機
能
が
重
視
さ
れ
る
の
は
、「
人
格
の
同
一
性
」
を
考
え
る
と
き
の
「
人

格
」
に
つ
い
て
、
存
在
と
し
て
の
人
を
重
視
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
仮
名
で
あ
れ
通
名
で
あ
れ
、
そ
の
名
前
に
よ
っ
て
多
数
人
の
中
か
ら

具
体
的
個
人
を
「
識
別
」
し
、「
特
定
」
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
名
は
責
任
主
体
と
し
て
の
一
人
の
「
人
格
」
を
偽
り
な
く
示
す
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
ろ
う
。
特
定
識
別
機
能
を
重
視
す
る
考
え
方
に
対
し
て
、
伴
義
聖
「
他
人
名
義
で
再
入
国
許
可
申
請
書
を
作
成
し
た
場
合
に
お
け
る

私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
に
つ
い
て
」
研
修
四
一
六
号
（
一
九
八
三
年
）
五
六
頁
は
、
た
と
え
仮
名
等
の
通
用
範
囲
が
狭
か
っ
た
と
し
て
も
、「
も

し
住
所
、
勤
務
先
を
告
げ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
作
成
者
の
特
定
識
別
は
か
な
り
容
易
で
あ
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
そ
の
人
相
風
体
か
ら
作
成
者
の

特
定
は
可
能
な
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。」
と
し
、「
仮
名
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
単
に
現
実
の
作
成
者
の
特
定
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
要

素
に
す
ぎ
な
く
、
偽
造
性
と
は
関
係
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
文
書
の
名
義
人
と
し
て

特
定
の
人
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
考
え
方
を
採
り
、
特
定
識
別
機
能
を
判
断
基
準
と
し
た
場
合
、
使
用
さ
れ
た
仮
名
や
通
名
の
用
途

や
流
通
範
囲
が
広
け
れ
ば
広
い
ほ
ど
有
形
偽
造
の
成
立
は
認
め
難
く
、
ま
た
文
書
が
使
用
さ
れ
る
際
に
住
所
や
顔
写
真
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
人
間
を
識
別
・
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
偽
造
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
人
格
の
同
一
性
を
判
断
す



　

七
〇
二

る
際
に
「
特
定
識
別
機
能
の
程
度
」
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
判
断
す
る
上
で
い
か
な
る
事
情
ま
で
考
慮
し
て
良
い
か
は
明
ら
か
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
特
定
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
偽
造
の
成
立
を
本
当
に
否
定
し
て
良
い
か
は
慎
重
な
検
討
を
要

す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）  　
島
田
聡
一
郎
「
通
称
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
五
版
〕（
二
〇
〇
三
年
）
一
八
四
頁
。「
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
、

有
形
偽
造
の
本
質
は
『
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
』
こ
と
に
あ
る
と
し
た
。」
と
指
摘
す
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ

以
前
に
も
下
級
審
裁
判
例
や
調
査
官
解
説
で
は
、「
人
格
」
を
意
識
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
最
高
裁
の
判
断
と
し
て
明
示
し
た
の
は
こ

れ
が
最
初
で
あ
っ
た
。

（
6
）  　
最
高
裁
は
、「
甲
」
が
被
告
人
の
名
義
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
名
で
は
な
く
通
称
名
で
あ

る
「
甲
」
と
し
て
作
成
し
た
こ
と
故
に
偽
造
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
適
法
に
在
留
を
許
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
属
性
を
重
視
し
て
い
る
。

通
称
名
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
通
称
名
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
請
書
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
属
性
を
偽
り
、
そ
れ
は
も
は
や

「
人
格
」
そ
の
も
の
の
偽
り
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）  　
こ
の
高
裁
の
理
解
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
人
格
の
同
一
性
」
の
理
解
を
重
視
す
る
松
宮
教
授
、
伊
東
教
授
、
林
教
授
と
同
様
の
考
え
方
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
〔
第
３
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
三
七
二
頁
。「『
作
成
者
』
と
『
名
義
人
』
の
『
人
格
の
同
一
性
』

と
は
、『
人
（Person

）
の
同
一
性
』
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
大
学
卒
な
ど
の
学
歴
や
経
歴
・
肩
書
・
資
格
と
い
っ
た
『
人
格
の
属
性
の
同
一
性
』

を
含
ま
な
い
。
要
す
る
に
、
書
面
に
書
か
れ
て
い
る
名
前
が
指
し
示
す
人
の
意
思
な
い
し
観
念
が
、
現
実
に
書
面
に
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ

は
真
正
文
書
な
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
伊
東
研
祐
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
二
年
）
三
七
八
頁
は
、「『
人
格
の

同
一
性
』
は
、
文
書
の
作
成
人
が
と
も
か
く
も
名
義
人
と
し
て
辿
り
着
か
れ
、
当
該
文
書
に
関
す
る
問
題
解
決
の
場
へ
引
き
出
さ
れ
得
る
か
否
か
、

引
き
出
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
事
実
的
な
次
元
に
主
に
か
か
わ
る
も
の
」
と
し
て
、「
事
実
的
・
存
在
的
な
い
し
物
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
同

定
に
お
け
る
名
義
人
と
作
成
人
と
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
両
者
間
の
『
人
格
の
同
一
性
』
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
林
幹
人
「
有
形
偽
造
の
考
察
」『
現
代
の
経
済
犯
罪
』（
一
九
八
九
年
）（
以
下
「
林
・
経
済
犯
罪
」
と
す
る
）
一
六
六
頁
は
、「
人
格

の
同
一
性
の
偽
り
と
い
う
と
き
の
人
格
は
、
人
格
の
「
存
在
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
格
の
性
質
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。」
と
す
る
。
高
裁
判
決
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
理
解
に
お
い
て
は
、
特
定
さ
れ
る
べ
き
名
義
人
は
「
存
在
と
し
て
の
人
」
で
あ
り
、
そ
の
他
の

属
性
は
捨
象
し
た
人
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
を
「
人
格
」
と
捉
え
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）  　
松
宮
孝
明
「
文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
作
成
者
と
名
義
人
に
つ
い
て
」
立
命
館
法
学
二
六
四
号
（
一
九
九
九
年
）
三
五
六
頁
。「
偽
り
の
対
象
と

さ
れ
る
『
人
格
』
に
つ
い
て
も
混
乱
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
『
人
格
』
と
は
、『
あ
の
人
』『
こ
の
人
』
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
人

の
経
歴
や
属
性
は
そ
の
特
定
の
参
考
資
料
に
す
ぎ
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。



文
書
偽
造
罪
に
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け
る
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人
格
」
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り
と
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な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
〇
三

（
9
）  　
松
宮
・
前
掲
注
（
７
）
三
七
五
頁
。
生
田
勝
義
「
通
名
に
よ
る
再
入
国
許
可
申
請
書
の
作
成
と
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
法
セ
ミ
三
六
三
号

（
一
九
八
五
年
）
一
四
八
頁
も
、
本
判
決
は
、「
虚
偽
申
請
の
問
題
と
、
文
書
の
責
任
の
帰
属
先
を
確
保
す
る
た
め
の
私
文
書
偽
造
罪
と
の
相
違
を

混
同
し
た
き
ら
い
が
あ
る
。」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
田
中
利
幸
「
通
称
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
四
版
〕（
一
九
九

七
年
）
一
七
三
頁
は
、「
再
入
国
『
許
可
』
制
度
の
性
質
を
そ
の
ま
ま
再
入
国
『
申
請
書
』
と
い
う
文
書
の
性
格
に
持
ち
込
む
も
の
で
、
疑
問
で

あ
る
。」
と
し
、
適
法
な
在
留
資
格
を
名
義
に
読
み
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、「『
申
請
』
書
は
、
申
請
者
が
許
可
の
前
提
と
な
る
適
法
な
在
留
を
主

張
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
適
法
な
在
留
資
格
が
な
け
れ
ば
作
成
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
申
請
』
は
、
資
格
審
査
を
請
求
す
る
文
書
で

あ
っ
て
、
資
格
を
自
ら
『
証
明
』
す
る
文
書
で
は
な
い
。」
と
指
摘
さ
れ
る
。
林
幹
人
「
通
称
名
と
有
形
偽
造
」
法
セ
ミ
四
一
一
号
（
一
九
八
九

年
）
一
一
三
頁
は
、「
文
書
の
受
け
取
り
人
で
あ
る
行
政
機
関
は
、
名
義
人
を
特
定
す
る
と
き
、
彼
が
適
法
に
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
あ
る
こ
と

を
全
く
考
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
人
格
の
『
性
質
』
を
考
慮
す
る
の
は
、
文
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
な
ど
か
ら
、
現
実
に

名
義
人
の
『
存
在
』
を
特
定
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。」
と
し
、「
こ
の
人
格
の
存
在
の
同
一
性
に
つ
い
て
欺
罔
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
の
段
階
で

生
じ
る
そ
の
性
質
に
つ
い
て
の
欺
罔
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
任
の
所
在
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
文
書
に
対
す
る
社
会
の
信
用
の
侵
害
の
程

度
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。」
と
述
べ
る
。

３　
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
の
淵
源

　
（
１
）
存
在
と
し
て
の
「
人
格
」

　
「
人
格
」
を
意
識
し
て
有
形
偽
造
の
成
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
弁
護
人
の
主
張
と
し
て
、
あ
る
い
は
地
裁
判
決
の
判
断
と
し
て
は
、

昭
和
五
九
年
判
決
以
前
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

特
に
興
味
深
い
の
は
、
東
京
高
裁
昭
和
五
二
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（
判
時
八
九
二
号
一
〇
六
頁
）
で
あ
る
。
無
免
許
運
転
を
し
て
い

た
被
告
人
は
、
知
人
が
拾
得
し
た
他
人
Ａ
の
運
転
免
許
証
を
借
り
受
け
、
駐
車
違
反
に
よ
り
交
通
事
件
原
票
の
供
述
書
欄
に
氏
名
等
を
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記
載
す
る
際
、
Ａ
と
署
名
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
原
審
で
あ
る
浦
和
地
裁
の
判
決
は
公
刊
物
未
搭
載
で
あ
る
が
、
高
裁
判
決
の

判
示
に
よ
れ
ば
、
原
審
は
「
文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
作
成
名
義
人
の
実
質
は
、
文
書
に
化
体
さ
れ
る
意
思
表
示
そ
の
他
認
識
内
容
表
示

の
主
体
た
る
者
で
あ
る
が
、
右
意
思
表
示
等
の
主
体
た
る
者
の
何
人
で
あ
る
か
が
、
文
書
作
成
の
前
提
に
お
い
て
、
す
で
に
具
体
的
に

確
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
主
体
た
る
者
が
文
書
に
自
己
を
表
象
す
る
作
成
名
義
を
顕
出
さ
せ
て
文
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
作

成
名
義
が
、
仮
名
で
あ
る
と
し
て
も
文
書
作
成
者
と
そ
の
名
義
人
と
は
同
一
人
格
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
本
件
に
お
い

て
被
告
人
は
前
記
供
述
書
作
成
の
時
点
に
お
い
て
本
件
駐
車
違
反
の
違
反
者
と
し
て
行
動
し
、
か
つ
取
り
扱
わ
れ
、
本
件
供
述
書
作
成

の
前
提
に
お
い
て
被
告
人
が
本
件
供
述
書
に
化
体
さ
れ
る
駐
車
違
反
自
認
と
い
う
認
識
内
容
表
示
の
主
体
た
る
者
で
あ
る
と
確
定
し
て

い
た
と
認
め
ら
れ
、
本
件
供
述
書
の
作
成
名
義
人
は
、
被
告
人
自
身
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
」
と
し
、
本
件
供
述
書
の
作
成
名
義

人
と
現
実
の
作
成
者
は
い
ず
れ
も
被
告
人
で
あ
る
と
認
め
無
罪
と
し
た
。
文
書
を
作
成
す
る
際
に
意
思
表
示
の
主
体
が
具
体
的
に
確
定

し
て
い
る
場
合
、
つ
ま
り
そ
の
場
で
特
定
の
者
が
文
書
を
作
成
す
る
場
合
、
そ
の
者
が
作
成
者
で
あ
り
（
10
）、
か
つ
、
当
該
文
書
の
意
思

内
容
の
表
示
主
体
た
る
名
義
人
と
し
て
特
定
さ
れ
る
か
ら
、
仮
名
で
署
名
し
よ
う
と
も
、
名
義
人
と
作
成
者
は
「
同
一
人
格
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
東
京
高
裁
は
、「
文
書
の
作
成
名
義
人
は
文
書
の
記
載
内
容
か
ら
客
観
的
に
理
解
さ
れ
る
そ
の
意
識
内
容
の
主
体
で
あ

る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
件
供
述
書
か
ら
客
観
的
に
理
解
さ
れ
る
、
違
反
事
実
を
自
認
す
る
主
体
は
Ａ
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
た
。

ま
た
、
本
件
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
が
、
違
反
者
を
特
定
し
て
作
成
さ
れ
、
簡
易
迅
速
な
反
則
手
続
き
と
し
て
名
義
人
に
違
反
責

任
を
問
う
こ
と
に
照
ら
す
と
、
供
述
書
の
署
名
は
名
義
人
本
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
厳
に
保
障
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ

た
。
そ
し
て
、
原
判
決
の
見
解
は
「
文
書
作
成
名
義
人
と
作
成
者
の
区
別
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
を
立
て
難
く
な
っ
て
具
体
的
な
案
件

に
つ
い
て
文
書
偽
造
罪
の
適
用
に
混
乱
を
生
じ
、
現
に
本
件
に
お
い
て
も
冒
用
さ
れ
た
Ａ
に
つ
い
て
通
告
等
の
手
続
が
進
め
ら
れ
る
危
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険
が
生
じ
た
等
交
通
反
則
手
続
の
現
実
の
処
理
に
も
適
合
し
な
い
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
到
底
是
認
し
が
た
い
」
と

し
、「
文
書
偽
造
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
成
名
義
人
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
も
客
観
的
に
文
書
自
体
の
記
載
内
容
に
従
い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
意
識
内
容
の
主
体
を
判
断
す
る
見
解
に
よ
る
の
が
相
当
」
と
し
て
偽
造
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　

本
件
で
も
、
文
書
に
お
け
る
「
名
義
人
」
の
解
釈
・
特
定
方
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
名
義
人
を
「
文
書
の
意
思
内
容
の
表
示
主

体
」
と
考
え
る
点
に
つ
い
て
は
、
原
審
も
高
裁
も
同
様
で
あ
る
が
、
意
思
内
容
の
表
示
主
体
を
い
か
に
特
定
す
る
か
と
い
う
点
の
理
解

が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
審
の
考
え
方
は
、
意
思
内
容
の
主
体
が
「
具
体
的
に
確
定
し
て
い
る
場
合
」
に
は
、
そ
の
人
が
作
成

者
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
氏
名
が
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
作
成
者
と
名
義
人
は
「
人
格
」
と
し
て
同
一
で
あ
る
と
理
解
す
る
も

の
で
あ
り
、
文
書
を
作
成
し
た
存
在
と
し
て
の
「
人
格
」
を
重
視
す
る
も
の
で
、
昭
和
五
九
年
判
決
の
高
裁
の
判
断
に
類
似
す
る
理
解

で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
11
）。
本
件
で
は
、
他
人
名
義
を
無
権
限
に
使
用
し
て
い
た
以
上
、
従
来
の
「
名
義
の
冒
用
」
と
い
う
説
明
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
素
直
に
説
明
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
裁
は
「
人
格
」
を
基
準
と
し
た
独
特
な
「
名
義
人
」

理
解
を
採
用
し
、
有
形
偽
造
の
成
立
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

高
裁
は
、
存
在
と
し
て
の
「
人
格
」
を
基
準
と
す
る
判
断
は
示
さ
ず
、
結
論
と
し
て
も
地
裁
の
判
断
を
否
定
し
た
。
昭
和
五
九
年
判

決
の
控
訴
審
も
同
様
で
あ
る
が
、
当
初
「
人
格
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
有
形
偽
造
を
検
討
す
る
と
き
は
、「
実
体
と
し
て
一
人
の
人

間
の
存
在
を
捕
捉
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
造
を
成
立
さ
せ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
理
解
に
よ
り
、
有
形
偽
造
を
否
定
す
る
説
明

と
し
て
「
人
格
の
同
一
性
」
が
使
用
さ
れ
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る（12
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
い
ず
れ
も
上
級
審
で
否
定
さ

れ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
人
格
の
同
一
性
」
と
い
う
基
準
を
用
い
て
い
る
現
在
の
判
例
に
お
い
て
も
、
存
在
と
し
て
の
「
人
格
」
を
捕

捉
で
き
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
文
書
か
ら
想
定
さ
れ
る
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
人
間
を
名
義
人
と
特
定
す
る
に
あ
た

り
、「
人
格
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
属
性
を
も
つ
人
と
属
性
を
も
た
な
い
人
は
、
文
書
の
「
名
義
人
」
と
し
て
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特
定
さ
れ
る
上
で
は
別
の
人
間
と
評
価
で
き
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
人
格
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
と
い
え
、「
存
在
」
を
重

視
す
る
見
解
と
は
む
し
ろ
逆
の
使
い
方
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
名
義
人
を
特
定
す
る
際
の
「
人
格
」
の
理
解
と
し
て
、
単
な
る
存

在
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
は
裁
判
所
に
お
い
て
も
見
解
が
分
か
れ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
２
） 

現
在
の
「
人
格
」
理
解
の
萌
芽

　
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
の
理
解
を
昭
和
五
九
年
判
決
よ
り
も
先
に
示
し
て
い
た
の
が
、
最
決
昭
和
五
六
年
四
月
一

六
日
（
刑
集
三
五
巻
三
号
一
〇
七
頁
）
の
中
川
武
隆
調
査
官
解
説
（
13
）で
あ
る
。
最
決
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
は
、
無
免
許
運
転
、
及
び
そ

の
際
の
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
に
つ
い
て
の
私
文
書
偽
造
等
の
各
罪
で
執
行
猶
予
判
決
を
受
け
た
被
告
人
が
、
右
猶
予
期
間
中

に
、
数
回
に
わ
た
り
無
免
許
運
転
等
の
道
路
交
通
法
違
反
を
犯
し
、
更
に
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
欄
末
尾
に
、
事
前
に
承
諾
を
得

て
い
た
運
転
免
許
を
有
す
る
「
Ａ
」
の
氏
名
で
署
名
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
。

　

最
高
裁
は
、「
こ
の
よ
う
な
供
述
書
は
、
そ
の
性
質
上
、
違
反
者
が
他
人
の
名
義
で
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
た
と
い
名
義
人
の

承
諾
が
あ
つ
て
も
、
法
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
し
て
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
中
川
調
査

官
は
、「
文
書
偽
造
罪
は
、
正
当
の
権
限
な
く
し
て
他
人
名
義
の
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
文
書
の
作
成
権
限
を
問

題
に
す
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
罪
は
、
他
人
の
作
成
名
義
を
偽
り
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
定
義
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
り
、
作
成
名
義
を
偽
る
と
い
う
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
え
っ
て
、
文
書
偽
造
罪
の
成
否
を
判
定
す
る

に
あ
た
っ
て
、
作
成
権
限
か
ら
論
ず
る
よ
り
も
、
作
成
名
義
を
偽
る
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
場
面
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」「
本
件
の
場
合
、
文
書
の
作
成
名
義
人
と
作
成
者
（
い
わ
ゆ
る
観
念
説
に
よ
っ
て
も
、
本
件
文
書
を
作
成
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し
よ
う
と
す
る
実
際
の
意
思
の
主
体
は
、
現
実
に
本
件
文
書
を
作
成
し
た
被
告
人
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
飛
田
清
弘
・
研
修
三
九

八
号
四
九
、
五
一
頁
参
照
）
と
の
間
の
『
人
格
の
同
一
性
』
に
つ
い
て
の
齟
齬
が
生
じ
て
お
り
、
被
告
人
が
他
人
名
義
を
偽
っ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
、「
人
格
の
同
一
性
」
の
観
点
か
ら
の
説
明
を
試
み
て
い
た
。

　

こ
の
中
川
調
査
官
の
用
い
た
「
人
格
の
同
一
性
」
の
基
準
は
、
ド
イ
ツ
法
に
由
来
す
る
有
形
偽
造
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

つ
つ
（
14
）、
我
が
国
で
い
う
「
作
成
名
義
を
偽
る
」
こ
と
と
同
義
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
前
述
の
地
裁
判
決
と
は
異
な
っ
て
、

現
在
の
判
例
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
人
格
の
同
一
性
」
と
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
承
諾
を
得
て

他
人
名
義
を
使
用
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、「
権
限
な
く
他
人
名
義
を
冒
用
」
と
い
う
基
準
か
ら
離
れ
て
現
在
の
「
人
格
の
同
一
性
の

偽
り
」
と
い
う
基
準
で
説
明
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
は
名
義
人
の
「
人
格
」
を
特
定
す
る
際

に
そ
の
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
ま
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

本
件
の
よ
う
な
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
を
偽
造
し
た
事
案
は
、
昭
和
五
〇
年
代
に
多
発
し
、
有
形
偽
造
の
成
否
に
つ
い
て
多
く

争
わ
れ
て
い
た
。
後
の
判
例
表
に
示
し
た
通
り
、
通
称
名
を
使
用
し
た
ケ
ー
ス
や
、
い
わ
ゆ
る
名
義
人
の
承
諾
（
15
）が
あ
る
ケ
ー
ス
が
非

常
に
目
立
つ
（
16
）。
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
、
運
転
免
許
保
有
者
数
は
右
肩
上
が
り
に
増
加
し
（
17
）、
そ
れ
に
伴
っ
て
交
通
事
件
も
増
加
し

た
結
果
、
警
察
に
よ
る
交
通
違
反
取
締
は
昭
和
後
期
に
か
け
て
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
グ
ラ
フ
（
１
）
の
通
り
交
通
違
反

取
締
件
数
は
、
昭
和
五
九
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
一
三
八
五
万
件
を
超
え
て
い
た
。
交
通
事
件
原
票
に
名
義
人
の
承
諾
を
得
て
他
人
の

氏
名
を
署
名
し
た
事
件
の
多
く
は
、
交
通
違
反
に
よ
り
免
許
停
止
等
の
処
分
を
受
け
た
被
告
人
が
、
免
許
不
携
帯
の
状
態
で
再
び
違
反

を
犯
し
、
他
人
名
義
で
交
通
事
件
原
票
に
署
名
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
と
交
通
犯
罪
の
状
況
に
よ
っ
て
判
例
で
問

題
と
な
っ
た
よ
う
な
偽
造
罪
が
多
発
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
グ
ラ
フ
（
２
）
に
示
す
偽
造
罪
の
認
知
件
数
の
推
移
か
ら
わ
か
る

通
り
、
文
書
偽
造
罪
の
認
知
件
数
も
昭
和
五
九
年
に
ピ
ー
ク
と
な
っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
多
発
し
て
い
た
交
通
事
件
原
票



　

七
〇
八



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
〇
九

の
偽
造
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
と
し
て
も
明
確
な
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
る
事
案
は
、
そ
れ
を
有
形
偽
造
と
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
た
。
私
文
書
に

つ
い
て
は
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
名
義
人
に
文
書
の
効
果
が
帰
属
す
る
の
で
公
共
の
信
用
が
害
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
実
質
的
な

当
罰
性
が
な
い
と
し
て
、
有
形
偽
造
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
（
18
）の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
が
問
題
と

な
っ
た
事
件
で
は
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
る
場
合
も
全
て
有
形
偽
造
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
付
け
に
つ
い
て
は
裁
判

所
と
し
て
も
様
々
な
説
明
が
用
い
ら
れ
て
お
り
（
19
）、
学
説
の
中
で
も
そ
の
理
論
的
説
明
が
検
討
さ
れ
た
（
20
）。
こ
の
名
義
人
の
承
諾
が
あ
る

ケ
ー
ス
が
多
発
し
た
こ
と
は
、
文
書
の
「
作
成
者
」「
名
義
人
」
概
念
に
つ
い
て
学
説
で
活
発
に
議
論
さ
れ
る
契
機
と
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

名
義
人
の
承
諾
が
あ
る
場
合
は
、
氏
名
を
使
用
さ
れ
た
本
人
が
名
義
の
使
用
を
認
め
て
い
る
以
上
、
従
来
有
形
偽
造
を
説
明
す
る
際

に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
権
限
な
く
他
人
名
義
を
冒
用
」
と
い
う
説
明
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
事
案
に
あ
た
る
。
中
川
調
査
官
も
、
こ
の
点
を

意
識
し
て
「
人
格
の
同
一
性
」
の
観
点
か
ら
の
説
明
を
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
「
他
人
名
義
を
冒

用
」
と
は
説
明
し
難
い
事
案
が
多
数
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
の
採
用
に
影
響
を
与
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
示
す
判
例
表
は
、
有
形
偽
造
に
つ
き
「
人
格
の
同
一
性
」
の
基
準
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
前
後
の
文
書
偽
造
罪
に
関
わ
る
裁
判

例
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
っ
た
事
案
や
、
被
告
人
自
身
の
通
称
名
を
使
用
し
た
事
案
等
が
多
く
問
題
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
21
）。



　 七 一 〇判例表

①最決
　昭45・9・4

②最決
　昭49・2・9
③東京高判
　昭50・1・28

④東京高判
　昭52・10・26
（一部破棄自判）

⑤東京高判
　昭53・12・27

⑥東京高判
　昭54・7・9

⑦大阪地判
　昭54・8・15

⑧東京高判
　昭54・8・28
　※昭56・4・8
　　の控訴審

⑨最決
　昭56・4・8

⑩最決
　昭56・4・16

⑪最決
　昭56・12・22

⑫最判
　昭59・2・17

⑬福岡高判
　昭62・7・16
　（破棄自判）
上告審昭63・1・
12は公刊物未
搭載

⑭大阪高判
　平2・4・26

⑮最決
　平5・10・5

⑯最決
　平6・11・29

⑰東京地判
　平10・8・19

⑱東京高判
　平11・5・25

⑲最決
　平11・12・20

文書

理事会決議録

交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

運転免許申請書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

再入国許可申請
書

交通事件原票中
の供述書

一般旅券発給申
請書

報酬請求書等

入試答案

一般旅券発給申
請書

一般旅券発給申
請書

履歴書

事案のポイント

無資格で作成

死者の氏名を
使用
名義人の承諾
あり

拾得した免許証
の氏名を使用

架空人名義を
使用
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名

★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

★広く定着した
通称名を使用

★短期間，人的
場所的にも限ら
れた範囲で使用
していた通称名
で署名

名義人の承諾
あり

弁護士という肩書き
を使用（同姓同名の
弁護士が実在）

名義人の承諾
あり（？）

名義人たる被告人
の共犯者が被告人
名義で作成（名義
人の承諾あり）

名義人の承諾
あり

顔写真は被告人
のものを添付

基準

資格を冒用

氏名を冒用

名義を冒用して
私文書を作成す
ること，作成名
義人を偽って文
書を作成するこ
と

名義を冒用

被告人以外の者の
作成名義の文書を
作成すること

冒用，冒書

権限に基づかな
いで作成

作成名義を偽る
こと

人格の同一性を
偽ること

人格の同一性を
偽ること

名義を冒用

人格の同一性を
偽ること

人格の同一性を
偽ること

名義人
（被告人甲が「Ａ」と
署名したと仮定）

Ａ

Ａ

Ａ

原審は名義人を被告
人であるとしたが，
これを否定（おそら
くＡと理解）

被告人以外の者であ
るＡ本人（高裁判示）

適法に本邦に在留す
ることを許されてい
るＡ

第二東京弁護士会に
所属するＡ

（これらの文書に表示され
た名義人は，被告人とは別
人格，と示すのみ）

作成者 文書の性質への言及

被告人

被告人

被告人

被告人

なんらの在留資
格をも有しない
被告人

弁護士資格を有
しない被告人

道路交通法等に照らすと，交通事件原票下段の供述書の署名
は，当該違反をした者のものとして取扱われ，その名義人につ
いて違反の責任を問う扱いがなされるのであり，このような処
置は，簡易迅速に違反事件は処理することを要請される反則手
続に適応したものと認めるのが相当であり，それだけに，また，
右供述書の署名は名義人本人によってなされることが厳に保
障される必要があり，それを偽ることは，供述書に対する公の
信用を害し，交通反則手続の円滑な処理をみだすもの

運転免許は，道路交通法に従い，公安委員会が申請者に下付す
るものであつて，名義を偽つて運転免許申請をした場合には，
たとえ名義人が事前にこれを承諾していたとしても，その結果
が名義人に生じるものではなく（被告人に交付された運転免許
証がＢ名義でも，同人が運転免許を取得したといえないことは
自明である。），このような運転免許申請行為の要素たる申請書
の公共信用性の損われることは自明

内容が違反者個人に専属する事実に関するもので名義人が自
由に処分できる性質のものでなく，公の手続きのために用いら
れる性質からすっると，名義人自身によって作成されることだ
けが予定されている

その文書の性質上，作成名義人以外の者がこれを作成すること
は法令上許されない

その性質上，違反者が他人の名義でこれを作成することは，た
とえ名義人の承諾があっても法の許すところではない

・再入国許可を申請するにあたっては，ことがらの性質上，当  
　然に，本名を用いて申請書を作成することが要求されている
・前述した再入国許可申請書の性質にも照らすと

本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有
する者が作成した形式，内容のものである

その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書で
ある

その性質上，重要な公文書を発行するかどうかを審査するという公
の手続内において用いられる文書であって，本来申請者本人が他人
の名義を用いて右申請書を作成し，提出することなど法令上許され
ていないもので，自署することを必要とする文書

これらの文書の性質，機能に照らすと

明示なし
原審：本件各答案は，志願者本人の学力の程度を判断するため
のものであって，作成名義人以外の者の作成が許容されるもの
でないことは明らか

交通事件原票中の供述書部分はそこに記載された違反事実を
自認するものであって，自己の違反事実の有無等当該違反者本
人に専属する事実に関するものであり，専ら当該違反者本人に
対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用
いられるものであって，このような文書の性質上，違反者が他
人名義でこれを作成することはもとより許されない

・本件発給申請書は，申請者本人につき一般旅券の発給交付を
受け得る資格が認められるか否かを審査するという公の手続
内において用いられる文書であり，したがって，もともと申請者
が他人の名義を用いて右発給申請書を作成・提出することは法
令上許されないことが明らか
・これら一般旅券発給申請書の法的性質，被告人が他人名義を
使用した動機・目的等諸般の事情に照らせば，一般私人間で授
受される契約書等の場合と異なり，たとえ名義人の事前承諾を
得ていたとしても，その名義を用いて本件申請書を作成する権
限を生ずる余地はない（不法な動機・目的のもとでＡ名義を用
いたことも評価）



文 書 偽 造 罪 に お け る 「 人 格 」 の 偽 り と 重 要 な 属 性 （ 都 法 五 十 六 - 一 ）　 　 七 一 一

判例表

①最決
　昭45・9・4

②最決
　昭49・2・9
③東京高判
　昭50・1・28

④東京高判
　昭52・10・26
（一部破棄自判）

⑤東京高判
　昭53・12・27

⑥東京高判
　昭54・7・9

⑦大阪地判
　昭54・8・15

⑧東京高判
　昭54・8・28
　※昭56・4・8
　　の控訴審

⑨最決
　昭56・4・8

⑩最決
　昭56・4・16

⑪最決
　昭56・12・22

⑫最判
　昭59・2・17

⑬福岡高判
　昭62・7・16
　（破棄自判）
上告審昭63・1・
12は公刊物未
搭載

⑭大阪高判
　平2・4・26

⑮最決
　平5・10・5

⑯最決
　平6・11・29

⑰東京地判
　平10・8・19

⑱東京高判
　平11・5・25

⑲最決
　平11・12・20

文書

理事会決議録

交通事件原票中
の供述書
交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

運転免許申請書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

交通事件原票中
の供述書

再入国許可申請
書

交通事件原票中
の供述書

一般旅券発給申
請書

報酬請求書等

入試答案

一般旅券発給申
請書

一般旅券発給申
請書

履歴書

事案のポイント

無資格で作成

死者の氏名を
使用
名義人の承諾
あり

拾得した免許証
の氏名を使用

架空人名義を
使用
★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名

★限られた範囲
で使用していた
通称名で署名

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

名義人の承諾
あり

★広く定着した
通称名を使用

★短期間，人的
場所的にも限ら
れた範囲で使用
していた通称名
で署名

名義人の承諾
あり

弁護士という肩書き
を使用（同姓同名の
弁護士が実在）

名義人の承諾
あり（？）

名義人たる被告人
の共犯者が被告人
名義で作成（名義
人の承諾あり）

名義人の承諾
あり

顔写真は被告人
のものを添付

基準

資格を冒用

氏名を冒用

名義を冒用して
私文書を作成す
ること，作成名
義人を偽って文
書を作成するこ
と

名義を冒用

被告人以外の者の
作成名義の文書を
作成すること

冒用，冒書

権限に基づかな
いで作成

作成名義を偽る
こと

人格の同一性を
偽ること

人格の同一性を
偽ること

名義を冒用

人格の同一性を
偽ること

人格の同一性を
偽ること

名義人
（被告人甲が「Ａ」と
署名したと仮定）

Ａ

Ａ

Ａ

原審は名義人を被告
人であるとしたが，
これを否定（おそら
くＡと理解）

被告人以外の者であ
るＡ本人（高裁判示）

適法に本邦に在留す
ることを許されてい
るＡ

第二東京弁護士会に
所属するＡ

（これらの文書に表示され
た名義人は，被告人とは別
人格，と示すのみ）

作成者 文書の性質への言及

被告人

被告人

被告人

被告人

なんらの在留資
格をも有しない
被告人

弁護士資格を有
しない被告人

道路交通法等に照らすと，交通事件原票下段の供述書の署名
は，当該違反をした者のものとして取扱われ，その名義人につ
いて違反の責任を問う扱いがなされるのであり，このような処
置は，簡易迅速に違反事件は処理することを要請される反則手
続に適応したものと認めるのが相当であり，それだけに，また，
右供述書の署名は名義人本人によってなされることが厳に保
障される必要があり，それを偽ることは，供述書に対する公の
信用を害し，交通反則手続の円滑な処理をみだすもの

運転免許は，道路交通法に従い，公安委員会が申請者に下付す
るものであつて，名義を偽つて運転免許申請をした場合には，
たとえ名義人が事前にこれを承諾していたとしても，その結果
が名義人に生じるものではなく（被告人に交付された運転免許
証がＢ名義でも，同人が運転免許を取得したといえないことは
自明である。），このような運転免許申請行為の要素たる申請書
の公共信用性の損われることは自明

内容が違反者個人に専属する事実に関するもので名義人が自
由に処分できる性質のものでなく，公の手続きのために用いら
れる性質からすっると，名義人自身によって作成されることだ
けが予定されている

その文書の性質上，作成名義人以外の者がこれを作成すること
は法令上許されない

その性質上，違反者が他人の名義でこれを作成することは，た
とえ名義人の承諾があっても法の許すところではない

・再入国許可を申請するにあたっては，ことがらの性質上，当  
　然に，本名を用いて申請書を作成することが要求されている
・前述した再入国許可申請書の性質にも照らすと

本件各文書が弁護士としての業務に関連して弁護士資格を有
する者が作成した形式，内容のものである

その性質上名義人たる署名者本人の自署を必要とする文書で
ある

その性質上，重要な公文書を発行するかどうかを審査するという公
の手続内において用いられる文書であって，本来申請者本人が他人
の名義を用いて右申請書を作成し，提出することなど法令上許され
ていないもので，自署することを必要とする文書

これらの文書の性質，機能に照らすと

明示なし
原審：本件各答案は，志願者本人の学力の程度を判断するため
のものであって，作成名義人以外の者の作成が許容されるもの
でないことは明らか

交通事件原票中の供述書部分はそこに記載された違反事実を
自認するものであって，自己の違反事実の有無等当該違反者本
人に専属する事実に関するものであり，専ら当該違反者本人に
対する道路交通法違反事件の処理という公の手続のために用
いられるものであって，このような文書の性質上，違反者が他
人名義でこれを作成することはもとより許されない

・本件発給申請書は，申請者本人につき一般旅券の発給交付を
受け得る資格が認められるか否かを審査するという公の手続
内において用いられる文書であり，したがって，もともと申請者
が他人の名義を用いて右発給申請書を作成・提出することは法
令上許されないことが明らか
・これら一般旅券発給申請書の法的性質，被告人が他人名義を
使用した動機・目的等諸般の事情に照らせば，一般私人間で授
受される契約書等の場合と異なり，たとえ名義人の事前承諾を
得ていたとしても，その名義を用いて本件申請書を作成する権
限を生ずる余地はない（不法な動機・目的のもとでＡ名義を用
いたことも評価）



　

七
一
二

　
（
３
） 「
人
格
の
同
一
性
」
の
基
準

　

我
が
国
に
お
い
て
、
有
形
偽
造
と
は
、
一
般
に
文
書
の
作
成
権
限
を
有
し
な
い
者
が
、
他
人
の
名
義
を
冒
用
し
て
不
真
正
文
書
な
い

し
偽
造
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
、
と
説
明
さ
れ
て
き
た
（
22
）。
裁
判
所
の
理
解
も
同
様
で
あ
り
、
古
く
か
ら
有
形
偽
造
に
つ
い
て
は
「
他

人
の
名
義
の
冒
用
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
（
23
）。
と
こ
ろ
が
近
年
で
は
、
昭
和
五
九
年
判
決
で
採
用
さ
れ
た
「
人
格
の
同
一
性

の
偽
り
」
と
い
う
基
準
を
用
い
た
裁
判
例
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
24
）。

　

我
が
国
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
、
こ
の
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
人
格
の
同
一
性
に
つ
い

て
の
欺
罔
」（T

äuschung über die Identität der Person, Identitätstäuschung （25
））
や
「
名
義
人
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
い
つ
わ

り
」（die T

äuschung über die Identität des A
usstellers （26

））
と
い
わ
れ
る
考
え
方
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

基
準
を
最
高
裁
と
し
て
採
用
し
た
の
は
、
昭
和
五
九
年
判
決
（
一
九
八
四
年
）
が
初
め
て
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
に
由
来
す
る
「
名
義

人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
の
欺
罔
」
と
い
う
考
え
方
自
体
は
、
学
説
に
お
い
て
従
来
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
（
27
）。
そ
し
て
、
こ
こ

に
い
う
「
人
格
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
作
成
者
の
意
義
に
関
す
る
事
実
説
と
観
念
説
（
28
）の
対
立
と
も
対
応
す
る
。
た

だ
し
、
こ
の
作
成
者
概
念
を
巡
る
議
論
の
中
で
は
、
代
理
人
が
作
成
し
た
文
書
の
作
成
者
は
誰
か
と
い
っ
た
問
題
を
説
明
す
る
に
あ
た

っ
て
、
物
理
的
作
成
を
重
視
す
る
の
か
作
成
意
思
を
重
視
す
る
の
か
と
い
っ
た
議
論
が
中
心
で
あ
り
（
29
）、「
人
格
」
に
属
性
を
含
ん
で
理

解
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
き
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

従
来
か
ら
の
「
他
人
名
義
の
冒
用
」
と
い
う
有
形
偽
造
の
基
準
と
、「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準

は
、
本
質
的
に
は
同
一
内
容
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
30
）。
も
っ
と
も
、
名
義
人
を
特
定
す
る
際
に
「
人
格
」
と
い
う
幅
の
あ
る
表

現
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
一
定
の
属
性
を
含
ん
だ
存
在
と
し
て
の
「
名
義
人
」
と
「
作
成
者
」
を
対
比
す
る
と
い
う
判
断
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手
法
を
分
か
り
易
く
し
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）  　 「
意
思
表
示
の
主
体
が
具
体
的
に
確
定
し
て
い
る
場
合
」
の
意
義
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
文
書
作
成
の
前
提
に
お
い
て
」
確
定
し
て

い
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
、
当
該
文
書
の
交
付
を
受
け
る
者
が
確
定
し
て
い
て
、
そ
の
者
が
文
書
の
作
成
過
程
を
現
認
し
て
い
る
場
合
等

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
交
通
事
件
原
票
の
供
述
書
が
、
交
付
を
受
け
る
者
の
目
の
前
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
物
理
的
な
作
成
者
を
現

認
で
き
て
お
り
、
そ
の
者
が
意
思
の
表
示
主
体
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
点
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
採

る
と
、
文
書
の
交
付
を
受
け
る
者
の
目
の
前
で
文
書
を
作
成
す
る
場
合
、
ど
ん
な
名
義
を
使
用
し
よ
う
と
も
お
よ
そ
有
形
偽
造
と
は
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
、
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
文
書
は
一
般
に
具
体
的
な
交
付
を
受
け
た
者
だ
け
が
使
用
す
る
も
の
で
は
な

く
、
名
義
人
の
意
思
表
示
が
記
載
さ
れ
た
証
拠
と
し
て
被
交
付
者
以
外
と
の
関
係
で
も
使
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
作
成
現
場
を
現
認

し
た
者
以
外
で
当
該
文
書
を
見
た
者
は
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
名
義
か
ら
、
客
観
的
に
文
書
の
意
思
主
体
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
誰
の
意
思

が
示
さ
れ
た
文
書
か
を
文
書
か
ら
判
断
で
き
な
け
れ
ば
、
文
書
は
証
拠
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
交
付
者
以
外
が

閲
覧
す
る
可
能
性
が
皆
無
と
い
う
特
殊
な
場
合
を
除
き
、「
文
書
作
成
の
前
提
に
お
い
て
」「
意
思
表
示
の
主
体
が
具
体
的
に
確
定
し
て
い
る
」
と

い
う
こ
と
は
意
味
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
11
）  　
こ
の
見
解
は
、
文
書
を
物
理
的
に
作
成
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
で
事
実
説
に
似
た
側
面
を
有
し
、
ま
た
「
存
在
」
と
し
て
の
人
格
が
捉

え
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
点
で
は
事
実
的
意
思
説
に
類
似
す
る
側
面
を
も
有
し
て
い
る
。

（
12
）  　
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
有
形
偽
造
が
成
立
し
な
い
こ
と
の
説
明
と
し
て
ド
イ
ツ
法
由
来
の
「
人
格
の
同
一
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
木
村
亀
二
『
刑
法
各
論
』（
一
九
五
七
年
）
二
五
〇
頁
は
、
文
書
の
作
成
者
が
確
定
的
に
公
知
の
偽
名
を
用
い
て
文
書

を
作
成
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、「
名
義
人
と
作
成
者
と
の
名
稱
の
同
一
性
は
缺
如
す
る
も
、
人
格
の
同
一
性
は
存
す
る
が
故
に
、
其
の
文
書
は

眞
正
で
あ
つ
て
有
形
僞
造
は
存
在
し
な
い
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
名
義
人
を
考
え
る
際
に
は
、
形
式
的
な
名
称
の
み
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
人
格
レ
ベ
ル
で
判
断
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
は
有
形
偽
造
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
意
味
で
名
義
人
と
作
成
者
の
「
人

格
」
の
対
比
を
行
っ
て
い
た
例
と
い
え
る
。

（
13
）  　
中
川
武
隆
『
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
五
六
年
度
』
九
六
、
九
七
頁
。
な
お
、
昭
和
五
九
年
判
決
の
担
当
調
査
官
も
中
川
裁
判
官
で
あ
る
。

（
14
）  　
中
川
・
前
掲
注
（
13
）
九
七
頁
。「
ド
イ
ツ
の
学
者
ら
が
説
く
と
こ
ろ
を
援
用
し
て
、
文
書
の
作
成
名
義
人
と
現
実
の
作
成
者
と
の
『
人
格
の

同
一
性
に
つ
い
て
の
欺
罔
』（T

äuschung über die Identität der Person, Identitätstäuschung

）
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
有
形
偽
造

に
な
る
か
無
形
偽
造
に
な
る
か
が
き
ま
る
と
も
説
か
れ
て
い
る
」
と
紹
介
し
、
こ
の
「
人
格
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
欺
罔
」
と
い
う
考
え
方
は
、
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「
作
成
名
義
を
偽
る
と
い
う
点
を
よ
り
明
快
に
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
。

（
15
）  　
「
名
義
人
」
の
定
義
自
体
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
「
自
己
の
名
を
他
人
が
特
定
の
文
書
で
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
承
諾

を
与
え
た
本
人
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。

（
16
）  　
判
例
表
は
、
主
に
昭
和
五
〇
年
代
以
降
に
偽
造
の
成
否
が
争
わ
れ
た
事
件
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
事
案
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
名

義
人
の
承
諾
が
あ
っ
た
も
の
（
網
掛
け
）、
自
己
の
通
称
名
を
使
用
し
た
も
の
（
星
印
）
を
マ
ー
ク
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
権
限
な

く
他
人
名
義
を
冒
用
」
し
た
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
類
型
で
あ
っ
た
。「
名
義
の
冒
用
」
を
基
準
と
し
た
事
件
に
お
い
て
は
、
名
義
人
と
作

成
者
は
具
体
的
に
認
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、「
人
格
の
同
一
性
」
と
い
う
基
準
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
名
義
人
と
作

成
者
の
特
定
が
意
識
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。

（
17
）  　
運
転
免
許
保
有
者
数
は
、
昭
和
四
七
年
末
で
二
九
四
七
万
人
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
九
年
に
は
五
〇
〇
〇
万
人
を
突
破
し
、
一
六
歳

以
上
の
運
転
免
許
適
齢
人
口
の
五
五
％
が
運
転
免
許
を
保
有
す
る
に
至
っ
て
い
た
。
警
察
庁
『
昭
和
48
年　

警
察
白
書
』、『
昭
和
60
年　

警
察
白

書
』
参
照
。

（
18
）  　
東
京
高
裁
昭
和
五
〇
年
一
月
二
八
日
判
決
（
高
刑
集
二
八
巻
一
号
二
二
頁
）
は
、
そ
の
判
示
の
中
で
「
一
般
に
文
書
の
作
成
名
義
人
の
承
諾
が

あ
れ
ば
、
文
書
偽
造
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
は
失
な
わ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
通
常
の
私
文
書
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ

れ
ば
、
そ
の
名
義
を
直
接
用
い
て
文
書
を
作
成
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
と
み
て
よ
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
文
書
は
名
義
人
に
つ
い

て
私
法
上
の
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
り
、
当
該
文
書
に
対
す
る
公
共
の
信
用
が
害
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
、
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ

き
理
由
は
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
19
）  　
前
述
の
最
決
昭
和
五
六
年
四
月
一
六
日
で
は
、
他
人
名
義
で
供
述
書
を
作
成
す
る
こ
と
は
「
法
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
説
明
し
て
お
り
、

こ
れ
よ
り
少
し
前
の
最
決
昭
和
五
六
年
四
月
八
日
（
刑
集
三
五
巻
三
号
五
七
頁
）
は
、
職
権
判
断
と
し
て
「
交
通
事
件
原
票
中
の
供
述
書
は
、
そ

の
文
書
の
性
質
上
、
作
成
名
義
人
以
外
の
者
が
こ
れ
を
作
成
す
る
こ
と
は
法
令
上
許
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
、「
法
」
あ
る
い
は
「
法
令
」
を
理
由

に
名
義
人
の
承
諾
が
あ
っ
て
も
有
形
偽
造
と
な
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
し
か
し
、
法
に
よ
る
禁
止
が
あ
る
こ
と
は
必
須
で
は
な
く
、
私
立
大
学
の

入
学
選
抜
試
験
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
替
え
玉
受
験
者
が
入
学
を
希
望
す
る
他
人
Ａ
の
氏
名
を
記
載
し
た
事
件
（
最
決
平
成
六
年
一
一
月
二
九
日
、

刑
集
四
八
巻
七
号
四
五
三
頁
）
で
は
、
承
諾
の
存
在
自
体
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
仮
に
承
諾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
作
成
名
義
人
以
外

の
者
の
作
成
が
許
容
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
20
）  　
紙
幅
の
関
係
上
、
学
説
を
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
る
ケ
ー
ス
に
有
形
偽
造
を
認
め
る
説
明
と
し
て
は
、

大
ま
か
に
（
１
）
承
諾
を
無
効
と
す
る
立
場
﹇
こ
の
う
ち
、
①
違
法
目
的
の
承
諾
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
木
村
亀
・
前
掲
注
（
12
）
二
四

八
頁
）
と
、
②
文
書
の
性
質
上
、
名
義
人
へ
の
責
任
転
嫁
が
あ
り
え
な
い
か
ら
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
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〔
新
版
第
４
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
四
七
三
頁
）
が
あ
る
。﹈、（
２
）
観
念
説
を
事
実
説
的
に
修
正
し
て
理
解
す
る
立
場
﹇
こ
の
う
ち
、
①
文
書
の

性
質
上
、
自
署
性
を
必
要
と
す
る
か
ら
偽
造
と
な
る
と
理
解
す
る
立
場
（
川
端
博
『
刑
法
各
論
講
義
〔
第
２
版
〕』（
二
〇
一
〇
年
）
五
四
一
頁
）

と
、
②
文
書
の
性
質
上
、
名
義
人
と
作
成
者
の
厳
格
な
一
致
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
偽
造
と
な
る
と
理
解
す
る
立
場
（
前
田
雅
英
「
名
義
人
の
承
諾

と
私
文
書
偽
造
罪
」
法
セ
ミ
四
二
七
号
（
一
九
九
〇
年
）
九
二
頁
）
が
あ
る
。
た
だ
し
、
川
端
教
授
は
自
説
に
つ
い
て
一
部
物
体
化
説
を
併
用
す

る
立
場
と
は
認
め
て
い
な
い
（「〈
鼎
談
〉
文
書
偽
造
罪
論
の
現
在
と
展
望
」
現
代
刑
事
法
三
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
頁
参
照
）。﹈、
③
観
念

説
を
捉
え
直
す
立
場
﹇
こ
の
う
ち
、
①
文
書
の
性
質
上
、
一
定
の
場
所
的
状
況
で
の
作
成
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
偽
造
に
な
る
と
す
る
立
場

（
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
〔
第
六
版
〕』（
二
〇
一
二
年
）
三
七
五
頁
）、
今
井
猛
嘉
「
文
書
偽
造
罪
の
一
考
察
（
４
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
六
巻

六
号
（
一
九
九
九
年
）（
以
下
「
今
井
・
一
考
察
（
４
）」
と
す
る
）
九
七
六
、
九
七
七
頁
）、
②
文
書
の
性
質
上
、
一
定
の
状
況
・
属
性
を
満
た

さ
な
い
作
成
名
義
人
に
は
、
意
思
・
観
念
の
表
示
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
偽
造
と
な
る
と
す
る
立
場
（
山
口
厚
「
文
書
偽
造
罪
の
現
代
的

展
開
」
山
口
・
井
田
・
佐
伯
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
Ⅱ
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
六
四
、
一
六
五
頁
）
が
あ
る
。

（
21
）  　
最
決
昭
和
五
九
年
（
⑫
判
決
）
で
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
以
降
、
そ
の
後
多
く
の
裁
判
例
で
、
人
格
の
同
一
性
と

い
う
基
準
を
用
い
て
判
断
し
て
い
る
（
⑮
、
⑲
等
）。
ま
た
、
こ
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
以
降
は
、
名
義
人
が
誰
で
、
作
成
者
が
誰
か
と
い
う
点

を
明
示
す
る
判
示
も
目
立
つ
。「
名
義
の
冒
用
」
と
い
う
基
準
を
用
い
て
説
明
す
る
場
合
に
は
、
誰
の
名
義
を
、
権
限
な
く
使
用
し
た
か
と
い
う

点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
足
り
た
た
め
、
作
成
者
は
被
告
人
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
氏
名
が
使
用
さ
れ
た
者
が
名
義
人
と
理
解
し
、

有
形
偽
造
の
成
立
を
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
①
、
④
、
⑤
、
⑦
参
照
）。
し
か
し
、
最
決
昭
和
五
九
年
以
降
は
、
名
義
人
は
単
に
氏

名
を
使
用
さ
れ
た
「
Ａ
」
と
い
っ
た
人
物
で
な
く
、「
第
二
東
京
弁
護
士
会
に
所
属
す
る
Ａ
」（
⑮
）
な
ど
、
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
人
格
と
し
て

認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。

（
22
）  　
大
塚
仁
『
注
釈
刑
法
（
４
）
各
則
（
２
）』（
一
九
六
五
年
）
五
四
頁
。
前
田
雅
英
編
集
代
表
『
条
解
刑
法
〔
第
３
版
〕』（
二
〇
一
三
年
）
四
二

二
頁
。「
有
形
偽
造
は
、
名
義
人
以
外
の
者
が
名
義
を
冒
用
し
て
文
書
を
作
成
す
る
行
為
を
い
」
う
。
小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
各
論
』（
一

九
五
四
年
）
一
〇
〇
頁
。「
作
成
權
限
の
な
い
者
が
他
人
名
義
の
文
書
又
は
圖
畫
を
作
成
す
る
こ
と
」
と
す
る
。

（
23
）  　
明
治
四
五
年
二
月
一
日
大
審
院
第
二
刑
事
部
判
決
（
大
正
元
年
大
審
院
刑
事
判
決
録
一
八
輯
七
五
頁
）。

（
24
）  　
井
田
良
『
新
論
点
講
義
シ
リ
ー
ズ
２
刑
法
各
論
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
八
二
頁
。「
判
例
は
、
有
形
偽
造
・
変
造
の
定
義
に
つ
い
て
も
、『
作
成

権
限
の
冒
用
』
と
い
う
従
来
の
定
義
か
ら
、
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
に
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
定
義
に
ほ
ぼ
移
行
し
て
い

る
。」
と
す
る
。

（
25
）  　
中
川
・
前
掲
注
（
13
）
七
一
頁
。
中
川
武
隆
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
五
六
年
度
』
九
七
頁
。

（
26
）  　 

川
端
博
『
新
版 

文
書
偽
造
罪
の
理
論
』（
一
九
九
九
年
）
五
一
頁
。
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（
27
）  　
林
・
前
掲
注
（
7
）
経
済
犯
罪
一
〇
三
頁
。
大
塚
・
前
掲
注
（
22
）
八
〇
頁
。
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）
増
補
二
版
』（
一
九
八
〇
年
）

三
六
七
頁
。
ま
た
、
酒
井
安
行
「
通
称
の
使
用
と
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
国
士
舘
法
学
一
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
頁
は
、
昭
和
五
九
年
判

決
に
つ
き
「
ま
さ
に
こ
の
『
新
し
い
』
定
義
で
も
っ
て
問
題
を
処
理
し
て
い
る
こ
と
は
一
定
の
注
目
に
値
し
よ
う
」
と
し
つ
つ
、「
我
が
国
で
も

従
来
か
ら
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
少
な
く
と
も
学
説
上
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
28
）  　
林
・
前
掲
注
（
7
）
経
済
犯
罪
一
一
〇
頁
。

（
29
）  　
大
塚
・
前
掲
注
（
22
）
四
七
頁
。

（
30
）  　
昭
和
五
九
年
判
決
も
、
名
義
人
の
氏
名
を
冒
用
し
て
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
、「
そ
の
本
質
は
、
文
書
の
作
成
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
の
人

格
の
同
一
性
を
偽
る
点
に
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
〔
第
２
版
〕』（
二
〇
一
〇
年
）
四
三
五
頁
は
、「
両
者
の
定

義
は
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
同
一
の
こ
と
を
異
な
っ
た
こ
と
ば
で
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
林
・
前
掲
注
（
7
）
経
済
犯
罪
一

六
一
頁
も
、「
両
者
は
基
本
的
に
同
じ
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
」
と
し
た
上
で
、「『
他
人
名
義
』
と
い
っ
て
も
、
た
だ
他
人
の
名
前
を
使
用
す
る

こ
と
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
我
国
の
公
式
の
下
で
も
、
権
限
な
く
自
己
以
外
の
人
格
を
認
識
・
特
定
さ
せ
る
よ
う
な
名
義
の
文
書
を
作
成
す

る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

４　

属
性
を
読
み
込
む
「
名
義
人
」
の
理
解

　
（
１
）
作
成
名
義
の
偽
り
と
人
格
の
偽
り

我
が
国
に
お
い
て
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
五
九
年
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
い
わ

ゆ
る
通
称
名
を
用
い
た
ケ
ー
ス
や
、
本
人
の
承
諾
を
得
て
他
人
名
義
を
使
用
し
た
ケ
ー
ス
の
な
ど
が
昭
和
五
〇
年
代
に
多
数
問
題
に
な

っ
て
き
た
中
で
、「
他
人
の
名
義
を
冒
用
し
た
」
と
い
う
説
明
で
は
、
一
読
し
て
理
解
し
が
た
い
事
案
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
原
因
で

あ
ろ
う
（
31
）。
た
だ
し
、
前
述
の
通
り
、
下
級
審
に
お
い
て
「
人
格
」
と
い
う
用
語
を
用
い
た
説
明
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
有
形
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偽
造
の
成
立
範
囲
を
狭
め
る
た
め
の
解
釈
を
可
能
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
そ
の
「
人
格
」
の
特
定
に
お
い
て
名

義
人
と
な
る
者
の
権
限
や
性
質
と
い
っ
た
属
性
を
含
め
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
偽
造
の
成
立
範
囲
を
広
げ
る
よ
う
な
解
釈
が
採
用
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
属
性
を
含
ん
で
名
義
人
の
「
人
格
」
を
特
定
す
る
こ
と
の
最
大
の
問
題
点
は
、
文
書
に
表
示
さ
れ
た
内
容
を
名
義
人

の
一
部
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
で
、
有
形
偽
造
と
無
形
偽
造
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
32
）。
確
か
に
、

当
該
文
書
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
名
義
人
の
性
質
を
考
慮
し
て
、
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
「
人
格
」
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
文
書
の
内

容
を
参
照
し
て
そ
の
一
部
を
名
義
に
読
み
込
む
側
面
を
も
つ
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
判
例
上
い
か
な
る
属
性
を

い
か
に
読
み
込
ん
で
「
人
格
」
が
特
定
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

　
（
２
）「
文
書
の
性
質
」
と
属
性

「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
と
い
う
基
準
が
採
用
さ
れ
た
頃
か
ら
、
裁
判
例
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
た
の
が
「
文
書
の

性
質
」
で
あ
る
。
判
例
表
に
示
し
た
通
り
、
名
義
人
の
承
諾
が
あ
る
事
案
や
通
称
名
を
使
用
し
た
事
案
に
お
い
て
は
、
そ
の
説
明
の
仕

方
は
様
々
で
あ
る
が
、
有
形
偽
造
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
、
対
象
と
な
っ
た
文
書
の
性
質
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
（
33
）。
名
義
人
の
特
定

に
お
い
て
読
み
込
ま
れ
る
属
性
は
、
こ
の
「
文
書
の
性
質
」
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
弁
護
士
」
と
い
う
肩
書
き
を
偽
り
に
つ
い
て
有
形
偽
造
を
認
め
た
の
が
、
最
決
平
成
五
年
一
〇
月
五
日
（
刑
集
四
七
巻
八
号
七
頁
）

で
あ
る
。
弁
護
士
資
格
を
有
し
な
い
被
告
人
が
、
弁
護
士
Ａ
と
同
姓
同
名
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
自
分
が
弁
護
士
で
あ
る
よ
う
に

装
い
、「
弁
護
士
Ａ
」
と
い
う
記
名
を
し
て
報
酬
請
求
書
等
（
34
）を
作
成
、
行
使
し
た
事
件
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
肩
書
き
こ
そ
偽
っ
て
い

る
も
の
の
、
被
告
人
自
身
の
氏
名
を
用
い
て
各
文
書
を
作
成
し
た
た
め
、
有
形
偽
造
が
成
立
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。



　

七
一
八

最
高
裁
は
、
私
文
書
偽
造
の
本
質
は
、
文
書
の
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
点
に
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、

「
被
告
人
は
、
自
己
の
氏
名
か
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
Ａ（35
）と
同
姓
同
名
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
同
弁
護
士
に
な
り
す

ま
し
」、
弁
護
士
Ａ
の
名
義
で
本
件
各
文
書
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
た
と
え
名
義
人
と
し
て
表
示
さ
れ
た
者
の
氏
名
が
被
告

人
の
氏
名
と
同
一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
各
文
書
が
弁
護
士
と
し
て
の
業
務
に
関
連
し
て
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
者
が
作
成
し
た

形
式
、
内
容
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
本
件
各
文
書
に
表
示
さ
れ
た
名
義
人
は
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
に
所
属
す
る
弁
護
士
Ａ
で
あ
っ

て
、
弁
護
士
資
格
を
有
し
な
い
被
告
人
と
は
別
人
格
の
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を

認
め
た
。

こ
こ
で
も
、
最
高
裁
は
名
義
人
を
「
Ａ
」
で
は
な
く
、「
第
二
東
京
弁
護
士
会
に
所
属
す
る
弁
護
士
Ａ
」
と
理
解
し
、
い
わ
ゆ
る
肩

書
き
を
名
義
人
の
属
性
と
し
て
読
み
込
む
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
よ
う
な
職
業
に
関
す
る
肩
書
き
も
、
人
が
持
つ
一
つ
の
属
性
に
含
ま

れ
る
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
肩
書
き
に
つ
い
て
は
、
肩
書
き
の
有
無
が
全
く
関
係
な
い
文
書
に
お
い
て
そ
れ
を
偽
っ
て
文
書
を
作
成
し

た
と
き
、
た
と
え
ば
友
人
に
見
栄
を
張
る
た
め
に
「
弁
護
士
Ａ
」
と
書
い
て
電
報
を
送
る
場
合
は
、
有
形
偽
造
と
す
べ
き
で
な
い
と
い

う
こ
と
は
お
そ
ら
く
争
い
な
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
36
）。「
弁
護
士
」
と
い
う
肩
書
き
は
個
人
の
持
つ
職
業
・
資
格
名
で
あ
っ

て
、
そ
の
個
人
を
指
称
す
る
も
の
と
し
て
職
業
・
資
格
が
関
係
し
な
い
文
書
に
お
い
て
も
表
記
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
特
殊
な
文
書

の
性
質
ゆ
え
に
顕
在
化
す
る
性
質
で
は
な
く
、
個
人
を
示
す
要
素
と
し
て
、
例
え
ば
名
刺
に
お
い
て
、
契
約
書
に
お
い
て
、
そ
の
他
あ

ら
ゆ
る
文
書
で
表
記
さ
れ
う
る
属
性
で
あ
る
（
37
）。
再
入
国
許
可
申
請
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
書
の
性
質
上
、
文
書
作
成
者
が
「
適
法

な
在
留
資
格
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
特
殊
な
属
性
が
（
表
記
さ
れ
な
く
と
も
）
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
肩
書
き
と
い
う
属
性

は
よ
り
一
般
的
な
人
の
属
性
ゆ
え
に
「
文
書
の
性
質
」
と
の
結
び
つ
き
が
弱
い
（
38
）。
し
た
が
っ
て
、「
文
書
の
性
質
」
か
ら
必
然
的
に
問

題
と
な
る
属
性
か
否
か
の
判
断
は
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
本
件
事
案
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
書
に
領
収
書
等
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が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
領
収
書
と
い
う
文
書
を
単
体
で
見
た
と
き
、
そ
の
文
書
の
性
質
上
、
弁
護
士
で
な
け
れ
ば
作
成
で
き
な
い
文
書

と
は
お
よ
そ
言
い
難
く
、
こ
の
点
が
「
弁
護
士
Ａ
」
を
名
義
人
と
理
解
す
る
こ
と
に
対
す
る
有
力
な
反
対
説
が
重
視
し
て
い
る
点
で

あ
る
（
39
）。

し
か
し
な
が
ら
、
弁
護
士
業
務
の
経
過
報
告
書
や
、
そ
れ
と
共
に
使
用
さ
れ
る
弁
護
士
報
酬
金
請
求
書
及
び
領
収
書
に
つ
い
て
は
、

本
来
弁
護
士
業
務
の
実
態
な
し
に
作
成
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
書
に
お
い
て
文
書
作
成
者
が
「
弁
護
士
」
で
あ
る
こ

と
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
（
40
）。
こ
れ
ら
の
文
書
は
弁
護
士
業
務
の
経
過
を
報
告
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
報
酬
を
請

求
し
、
そ
の
金
額
を
領
収
し
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
文
書
に
触
れ
た
一
般
人
に
お
い
て
は
、
文
書
作
成
者
は
弁

護
士
で
あ
る
と
信
頼
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
般
的
に
は
肩
書
き
の
一
つ
で
あ
る
「
弁
護
士
」
と
い
う
属
性

も
、
一
定
の
「
文
書
の
性
質
」
に
よ
っ
て
は
、
文
書
の
責
任
主
体
た
る
名
義
人
の
「
人
格
」
を
決
定
づ
け
る
属
性
と
し
て
名
義
に
読
み

込
ま
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
41
）。

　

本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
「
肩
書
き
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
対
象
と
な
る
文
書
を
前
提
と
し
て
名
義
人
の
「
人
格
」
の
内

容
に
読
み
こ
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
資
格
の
冒
用
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
資
格
を
名
義
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
42
）。

こ
の
よ
う
に
肩
書
き
を
名
義
人
の
「
人
格
」
の
一
部
と
し
て
明
示
し
た
の
は
、
こ
の
判
決
が
初
め
て
で
あ
っ
た
（
43
）。
一
般
的
な
肩
書
き

を
用
い
た
私
文
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
文
書
の
性
質
に
よ
っ
て
は
有
形
偽
造
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、「
人
格
」

に
読
み
込
ま
れ
る
べ
き
属
性
の
範
囲
を
示
し
た
例
で
あ
る
。

　　
（
３
） 

自
己
の
名
称
と
書
か
れ
ざ
る
属
性

自
己
の
名
称
を
署
名
し
た
場
合
で
も
、
名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
書
か
れ
ざ
る
属
性
を
読
み
込
ん
で
「
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」



　

七
二
〇

を
認
め
た
の
が
、
最
決
平
成
一
五
年
一
〇
月
六
日
（
刑
集
五
七
巻
九
号
九
八
七
頁
）
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
正
規
の
国
際
運
転
免
許

証
に
酷
似
す
る
文
書
を
、
そ
の
発
給
権
限
が
な
い
団
体
Ａ
が
、
Ａ
名
義
で
作
成
し
た
行
為
に
つ
き
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
が
問

題
に
な
っ
た
。
団
体
Ａ
は
実
在
の
団
体
で
あ
り
、
Ａ
は
自
己
の
名
で
国
際
運
転
免
許
証
様
の
文
書
を
作
成
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
本

件
で
は
、
発
給
権
限
と
い
う
資
格
が
あ
る
よ
う
に
偽
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
有
形
偽
造
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

最
高
裁
は
、「
私
文
書
偽
造
の
本
質
は
、
文
書
の
名
義
人
と
作
成
者
と
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
点
に
あ
る
」
と
確
認
し
た
上

で
、「
本
件
文
書
の
記
載
内
容
、
性
質
な
ど
に
照
ら
す
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
基
づ
く
国
際
運
転
免
許
証
の
発
給
権
限
を
有
す
る
団

体
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
正
に
本
件
文
書
の
社
会
的
信
用
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
本
件
文
書
の

名
義
人
は
、『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
基
づ
く
国
際
運
転
免
許
証
の
発
給
権
限
を
有
す
る
団
体
で
あ
る
国
際
旅
行
連
盟
』
で
あ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
国
際
旅
行
連
盟
が
同
条
約
に
基
づ
き
そ
の
締
約
国
等
か
ら
国
際
運
転
免
許
証
の
発
給
権
限
を
与
え
ら
れ

た
事
実
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
所
論
の
よ
う
に
、
国
際
旅
行
連
盟
が
実
在
の
団
体
で
あ
り
、
被
告
人
に
本
件
文
書
の
作
成
を
委
託
し

て
い
た
と
の
前
提
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
が
国
際
旅
行
連
盟
の
名
称
を
用
い
て
本
件
文
書
を
作
成
す
る
行
為
は
、
文
書
の
名
義

人
と
作
成
者
と
の
間
の
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
有
印
私
文
書
偽
造
罪
の
成
立
を
認

め
た
。

　

本
件
で
は
、
文
書
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
基
づ
く
国
際
運
転
免
許
証
の
発
給
権
限
を
有
す
る
」
と
い
う
属
性

を
、「
本
件
文
書
の
記
載
内
容
、
性
質
」
か
ら
あ
ぶ
り
出
し
て
、
名
義
の
中
に
読
み
込
ん
で
い
る
。
国
際
運
転
免
許
証
は
、
同
文
書
の

保
有
者
が
国
際
運
転
免
許
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
権
限
の
あ
る
機
関
に
よ
る
発
給
で
な
け

れ
ば
、
何
ら
の
証
明
機
能
も
果
た
さ
ず
文
書
の
意
味
を
有
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
際
運
転
免
許
証
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
者
に
発



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
二
一

給
権
限
が
あ
る
こ
と
は
文
書
が
証
拠
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
う
る
上
で
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
決
定
的
に
重
要
な
事
項
と
い
え
る
。
す

な
わ
ち
、
自
己
の
名
称
を
示
し
た
と
し
て
も
、
文
書
の
性
質
上
重
要
な
権
限
に
偽
り
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
名
義
そ
の
も
の
の
偽
り

で
あ
る
と
理
解
し
、
有
形
偽
造
を
認
め
る
判
断
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
属
性
を
附
加
す
る
判
断
は
、
名
義
人
と
作
成
者
の
理
解
を
操
作
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
、「
作
成
者
お
よ
び
名
義
人
の
特
定
は
結
果
先
取
り
の
融
通
無
碍
な
概
念
に
『
偽
造
』
を
貶
め
る
（
44
）」
な
ど
と
い
っ
た
、
強
い
批
判
も

向
け
ら
れ
て
い
る
。

（
31
）  　
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
〔
第
５
版
〕』（
二
〇
一
一
年
）
五
二
四
頁
は
、「
た
し
か
に
文
書
偽
造
の
典
型
は
、
他
人
の
名
義
を
勝
手
に
使
う

こ
と
で
あ
る
が
、
同
意
を
得
て
他
人
の
名
前
で
答
案
を
作
成
し
た
り
、
架
空
名
の
履
歴
書
を
作
成
し
た
り
架
空
の
肩
書
き
を
用
い
た
り
、
同
姓
同

名
の
他
人
に
な
り
す
ま
し
た
場
合
や
通
称
名
を
使
用
し
た
場
合
の
よ
う
に
、『
他
人
の
名
義
を
勝
手
に
使
っ
た
』
と
は
い
い
に
く
い
事
案
も
問
題

と
な
る
。
そ
こ
で
は
作
成
者
と
い
う
よ
り
「
名
義
人
」
が
誰
な
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、
正
面
か
ら
人
格
の
同
一
性
の
齟

齬
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
。

　

西
田
・
前
掲
注
（
20
）
三
五
八
頁
も
、「
一
定
範
囲
で
通
用
し
て
い
る
通
称
名
で
文
書
を
作
成
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
作
成
名
義
の
冒
用
と
い

う
判
断
よ
り
も
、
作
成
者
が
自
己
と
異
な
る
人
格
を
名
義
人
（
文
書
作
成
の
責
任
主
体
）
と
し
て
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
否
か
を
問
題
と
す
る

方
が
理
解
が
容
易
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
山
口
・
前
掲
注
（
30
）
四
三
五
頁
は
、「
人
格
の
同
一
性
を
偽
る
」
と
い
う
定
義
は
、「
近
年

問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
の
解
決
に
有
用
で
あ
る
た
め
、
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。

（
32
）  　
清
水
一
成
「
通
称
名
に
よ
る
再
入
国
許
可
申
請
書
の
作
成
と
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
警
察
研
究
六
一
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
四
頁
。

「『
適
法
在
留
者
Ａ
』
と
『
不
法
在
留
者
Ａ
』
と
で
は
人
格
が
異
な
る
こ
と
が
処
罰
の
理
由
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
名
義
の
偽
り
を
で
は
な
く
、
文

書
に
表
示
さ
れ
た
内
容
の
偽
り
を
処
罰
す
る
こ
と
と
な
り
、
有
形
偽
造
と
無
形
偽
造
の
区
別
を
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
佐
伯
仁
志
「
名
義
人
の
承
諾
と
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第

四
版
﹈（
一
九
九
七
年
）
一
七
七
頁
は
、「
文
書
の
内
容
を
名
義
人
の
人
格
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
有
形
偽
造
と
無
形
偽
造
の
区
別
を
失
わ
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
武
藤
眞
朗
「
通
称
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
六



　

七
二
二

版
〕（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
七
頁
は
、「
適
法
な
在
留
者
と
い
う
要
素
が
本
来
は
文
書
の
内
容
に
関
す
る
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
義

人
・
作
成
者
を
特
定
識
別
す
る
要
素
と
し
て
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
有
形
偽
造
の
中
に
無
形
偽
造
が
忍
び
込
む
こ
と
に
な
る
。」
と
指
摘
す
る
。

（
33
）  　
昭
和
五
九
年
判
決
に
お
い
て
は
、「
再
入
国
許
可
申
請
書
の
性
質
」
に
つ
い
て
、
再
入
国
許
可
と
い
う
公
の
手
続
内
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
文

書
で
あ
り
、
再
入
国
申
請
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
こ
と
が
ら
の
性
質
上
、
当
然
に
、
本
名
を
用
い
て
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
再
入
国
許
可
手
続
き
の
性
質
が
そ
の
ま
ま
「
文
書
の
性
質
」
と
し
て
読
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
34
）  　
実
際
に
名
義
人
の
記
載
を
弁
護
士
Ａ
と
し
て
作
成
し
た
文
書
は
、
①
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属　

弁
護
士
Ａ
と
記
載
さ
れ
た
「
弁
護
士
報
酬
金

請
求
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
書
面
、
②
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属　

弁
護
士
Ａ
と
記
載
さ
れ
た
振
込
依
頼
書
、
③
Ａ
法
律
事
務
所　

弁
護
士
Ａ
と

記
載
さ
れ
た
報
酬
七
万
八
千
円
を
請
求
す
る
旨
の
請
求
書
、
④
弁
護
士
Ａ
と
記
載
さ
れ
た
「
経
過
報
告
書
」
と
題
す
る
書
面
、
⑤
Ａ
法
律
事
務
所

　

弁
護
士
Ａ
と
記
載
さ
れ
た
領
収
書
で
あ
る
。

（
35
）  　
判
決
で
は
氏
名
を
「
甲
野
一
郎
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
説
明
の
便
宜
の
た
め
「
Ａ
」
と
変
更
し
た
。

（
36
）  　
前
田
・
前
掲
注
（
31
）
五
二
九
頁
。「
同
じ
く
、
弁
護
士
と
い
う
肩
書
を
用
い
た
場
合
で
も
、
文
書
の
種
類
に
よ
っ
て
、
作
成
者
と
別
異
の
人

格
を
想
定
す
る
可
能
性
は
、
著
し
く
異
な
り
得
る
。
例
え
ば
、
自
己
が
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
吹
聴
す
る
た
め
に
、
弁
護
士
と
無
関
係
の

文
書
に
関
し
『
弁
護
士
』
の
肩
書
き
を
付
し
た
場
合
、
名
義
は
『
弁
護
士
Ｘ
』
で
は
な
く
「
Ｘ
」
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
。

（
37
）  　
こ
れ
に
対
し
、
昭
和
五
九
年
判
決
の
再
入
国
許
可
申
請
書
で
問
題
と
な
っ
た
属
性
は
、「
適
法
に
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
属
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
そ
の
人
を
示
す
性
質
と
し
て
表
記
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
文
書
が
使

用
さ
れ
る
場
面
、
た
と
え
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
の
場
面
や
、
再
入
国
許
可
申
請
の
場
面
で
、
当
該
文
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
初
め
て
問
題

と
な
る
個
人
の
属
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
属
性
は
、
裁
判
所
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
手
続
き
に
お
け
る
特
殊
な
「
文
書
の
性
質
」

か
ら
導
か
れ
る
も
の
だ
と
説
明
が
し
や
す
い
。「
適
法
に
在
留
を
許
可
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
属
性
は
、
再
入
国
許
可
申
請
書
と
い
う
文
書
の
性

質
上
、
当
該
文
書
を
作
成
す
る
場
合
に
だ
け
顕
在
化
す
る
属
性
な
の
で
あ
る
。

（
38
）  　
山
口
厚
「
偽
造
概
念
に
お
け
る
『
人
格
の
同
一
性
』
を
め
ぐ
っ
て
」
研
修
五
四
三
号
（
一
九
九
三
年
）
九
頁
。「
そ
の
機
能
・
性
質
上
名
義
人

が
弁
護
士
登
録
を
基
準
と
し
て
特
定
さ
れ
る
文
書
、
従
っ
て
作
成
者
と
は
別
の
人
格
を
作
出
す
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
不
可
欠
な
文
書
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
弁
護
士
と
い
う
属
性
の
作
出
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
、
こ
の
事
案
に
お
い

て
は
、
再
入
国
許
可
申
請
書
の
事
案
と
は
異
な
り
、
文
書
の
性
質
だ
け
を
根
拠
と
し
て
直
ち
に
偽
造
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
39
）  　
今
井
猛
嘉
「
同
姓
同
名
の
弁
護
士
が
実
在
す
る
場
合
に
弁
護
士
の
肩
書
で
文
書
を
作
成
す
る
行
為
と
偽
造
罪
の
成
否
」
法
教
一
六
六
号
（
一
九

九
四
年
）
一
二
九
頁
。
伊
東
・
前
掲
注
（
7
）
三
八
二
頁
も
、「
本
件
の
よ
う
な
文
書
の
種
類
の
謂
わ
ば
発
行
権
限
が
弁
護
士
資
格
に
依
存
す
る
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と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
40
）  　
本
件
で
作
成
さ
れ
た
文
書
の
う
ち
、
⑤
領
収
書
を
単
独
で
見
る
場
合
、
確
か
に
「
弁
護
士
で
な
け
れ
ば
作
成
で
き
な
い
」
文
書
と
説
明
す
る
の

は
難
し
い
。
成
瀬
幸
典
「
文
書
偽
造
の
罪
」
伊
藤
・
小
林
・
齊
藤
・
鎮
目
・
島
田
・
成
瀬
・
安
田
『
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
刑
法
各
論
』（
二
〇
〇
七
年
）

三
八
二
頁
。「
本
件
文
書
の
中
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
作
成
で
き
な
い
と
は
い
い
が
た
い
も
の
も
含
ま
れ

て
い
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、「
そ
の
内
容
を
基
礎
に
判
断
し
た
場
合
、
文
書
に
意
思
・
観
念
を
表
示
し
た
主
体
は
、『
弁
護
士
と
い
う
資
格
を
有

す
る
Ｘ
』
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
想
定
さ
れ
る
文
書
の
受
取
人
も
、
名
義
人
を
そ
の
よ
う
な
属
性
と
共
に
特
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
最
高
裁
の
判
断
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。」
と
し
て
い
る
。

　

医
師
で
な
い
者
が
作
成
し
た
診
断
書
は
、
診
断
書
と
い
う
証
拠
と
し
て
使
い
よ
う
が
な
い
の
と
同
様
、
弁
護
士
で
な
い
者
が
作
成
し
た
弁
護
士

業
務
の
経
過
報
告
書
や
請
求
書
等
は
、
作
成
者
に
対
し
弁
護
士
と
し
て
の
責
任
を
問
う
た
め
に
は
証
拠
と
し
て
の
利
用
価
値
が
な
い
。
弁
護
士
で

な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
不
法
行
為
責
任
を
問
題
と
す
る
上
で
は
証
拠
と
な
り
う
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
文
書
が
予
定
し
た
証
明
対
象
で

は
な
く
、
文
書
が
虚
偽
だ
っ
た
こ
と
に
よ
り
結
果
的
に
証
拠
と
し
て
活
用
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
文
書
を
交
付
さ
れ
る
一
般
人
に
と

っ
て
「
弁
護
士
」
が
作
成
し
た
の
で
な
け
れ
ば
全
く
証
拠
と
し
て
の
意
味
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
は
、「
弁
護
士
」
が
作
成
し
た
こ
と
に
重
要

な
意
味
が
あ
る
と
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
41
）  　
前
述
の
通
り
責
任
追
及
説
を
唱
え
る
今
井
教
授
は
、
作
成
さ
れ
た
文
書
に
照
ら
し
て
、
本
判
決
に
疑
問
を
呈
す
る
（
今
井
・
前
掲
注
（
39
）
一

二
八
、
一
二
九
頁
）。「
弁
護
士
法
等
の
関
連
法
規
が
、
本
件
文
書
の
作
成
者
に
弁
護
士
資
格
を
要
求
し
て
い
れ
ば
別
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は

認
め
ら
れ
な
い
」
か
ら
、
本
件
文
書
は
、
弁
護
士
だ
け
が
作
成
す
べ
き
も
の
と
は
い
え
ず
、
本
件
文
書
の
名
義
人
を
「
弁
護
士
Ａ
」
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
Ａ
と
い
う
名
前
で
被
告
人
を
知
っ
て
い
た
受
取
人
と
の
関
係
で
は
、
責
任
追
及
の
対
象
は
Ａ
と
な
る
か
ら
、

有
形
偽
造
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
を
Ａ
と
い
う
名
前
で
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
第
三
者
と
の
関
係
で
は
、

注
（
34
）
の
文
書
③
④
⑤
に
つ
い
て
は
、
氏
名
と
し
て
は
弁
護
士
Ａ
と
示
す
の
み
で
、
文
書
中
に
被
告
人
の
住
所
や
電
話
番
号
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、
責
任
追
及
の
対
象
と
し
て
被
告
人
Ａ
に
到
達
で
き
る
か
ら
、
有
形
偽
造
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
だ
が
、
文
書
①
②
に
つ
い
て
は
成
立
を
肯
定

で
き
る
と
す
る
。「
第
二
東
京
弁
護
士
会
所
属
」
と
い
う
記
載
は
、「『
弁
護
士
』
と
い
う
一
般
的
な
肩
書
き
の
記
載
と
異
な
り
、
特
定
人
の
所
在

を
も
示
す
も
の
で
、
住
所
に
準
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
」
か
ら
、「
こ
れ
ら
の
文
書
を
受
け
取
っ
た
第
三
者
が
名
義
人
Ａ
は
誰
か
と
探
し
て
い
く
と
、

通
常
、
東
京
の
Ａ
に
到
達
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
す
る
。
確
か
に
、
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
記
載
内
容
が
異
な
り
別
個
の
証
拠
と
し
て

の
意
味
を
も
つ
か
ら
、
個
別
に
名
義
人
を
特
定
す
べ
き
で
あ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
件
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
文
書
は
別
個
独
立
に
作

成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
相
手
に
宛
て
て
特
定
の
者
が
作
成
し
た
、
弁
護
士
報
酬
請
求
に
関
す
る
一
連
の
文
書
で
あ
る
。
交
付
の
態
様

と
し
て
も
、
文
書
①
②
③
は
郵
便
に
よ
り
一
括
交
付
さ
れ
、
文
書
④
⑤
は
代
理
人
に
対
し
手
渡
し
で
一
括
交
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
氏
名



　

七
二
四

と
し
て
は
同
じ
く
「
弁
護
士
Ａ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
通
常
一
般
人
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
文
書
①
②
③
と

文
書
④
⑤
は
、
各
々
そ
の
交
付
を
受
け
た
と
き
、
同
一
共
通
の
名
義
人
に
よ
る
文
書
と
把
握
す
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
全
て
の
文
書
を

別
個
独
立
の
も
の
と
し
て
把
握
し
、「
第
二
弁
護
士
会
所
属
」
と
い
う
住
所
類
似
の
意
味
を
も
つ
記
載
が
あ
る
文
書
の
み
、
そ
の
責
任
追
及
主
体

は
被
告
人
と
は
別
の
弁
護
士
Ａ
に
な
る
と
解
す
る
の
は
、
一
般
人
の
認
識
に
照
ら
せ
ば
や
や
技
巧
的
で
形
式
的
な
判
断
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
他
、
本
件
で
は
文
書
を
受
け
取
っ
た
相
手
方
に
人
格
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
齟
齬
が
な
い
以
上
、
資
格
を
欺
い
た
に
す
ぎ
ず
、
私
文
書
偽

造
罪
の
可
罰
性
が
充
足
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
三
枝
有
「
私
文
書
偽
造
に
お
け
る
『
人
格
の
同
一
性
』
に
つ
い
て―

最
高
裁
平
成
五
年
一
〇
月
五
日
（
一
小
）
刑
集
四
七
巻
八
号
七
頁
を
中
心
と
し
て―

」
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
一
五
号
（
一
九
九
五

年
）
二
七
頁
が
あ
る
。

（
42
）  　
も
っ
と
も
、
本
件
に
つ
い
て
は
資
格
の
冒
用
の
み
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
島
田
聡
一
郎
「
代
理
・
代
表
名

義
の
冒
用
、
資
格
の
冒
用
」
現
代
刑
事
法
三
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
五
三
頁
。「
従
来
、
資
格
の
冒
用
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
、

人
格
の
存
在
レ
ベ
ル
で
別
人
格
が
想
定
さ
れ
る
場
合
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
の
み
偽
り
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
だ
っ
た
」
と
し
、
本

件
で
は
、
Ａ
と
い
う
氏
名
で
実
際
に
弁
護
士
で
あ
る
者
が
実
在
し
て
い
た
た
め
に
、
資
格
の
冒
用
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
成
り
す
ま
し
、
他
人
名

義
の
冒
用
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
本
件
判
旨
を
読
む
と
、「
同
姓
同
名
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
同
弁
護
士

に
な
り
す
ま
し
、」
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
同
姓
同
名
の
弁
護
士
へ
の
成
り
す
ま
し
に
よ
る
偽
造
で
あ
る
か
の
よ
う
な
論
じ
方
と
も

受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
説
明
と
し
て
は
実
在
す
る
弁
護
士
と
の
誤
認
の
お
そ
れ
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
弁
護
士
資
格
を
有
す
る
Ａ
と
弁
護

士
資
格
を
有
し
な
い
Ａ
を
対
比
す
る
こ
と
で
人
格
の
同
一
性
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
資
格
の
冒
用
の
事
案
と
し
て
説
明
し
て
い
る
と
解
さ

れ
る
。

（
43
）  　
西
村
秀
二
「
同
姓
同
名
の
使
用
と
人
格
の
同
一
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
〔
第
六
版
〕（
二
〇
〇
八
年
）
一
九
八
頁
。

（
44
）  　
門
田
成
人
「
発
給
権
限
の
な
い
団
体
を
名
義
人
と
す
る
文
書
の
作
成
と
偽
造
概
念
」
法
セ
ミ
五
九
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
二
〇
頁
。「
文
書

上
（『
証
』
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
っ
て
も
）、
そ
の
観
念
の
表
示
主
体
が
実
在
の
国
際
旅
行
連
盟
と
読
み
と
れ
、
そ
の
国
際
旅
行
連
盟
か
ら
作
成

の
委
託
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
作
成
者
も
意
思
説
に
よ
れ
ば
国
際
旅
行
連
盟
で
あ
る
か
ら
、
名
義
人
と
作
成
者
と
の
人
格
は
同
一
で
あ
る
。
文

書
に
表
示
さ
れ
た
意
思
・
観
念
に
つ
き
文
書
表
記
上
の
主
体
と
実
際
の
主
体
と
の
齟
齬
が
あ
れ
ば
偽
造
と
す
る
の
が
形
式
主
義
の
本
旨
に
も
合
致

し
、
処
罰
範
囲
の
客
観
的
明
確
性
も
保
持
で
き
る
。」
と
す
る
。
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５　
「
名
義
人
」
に
属
性
を
読
み
込
む
必
要
性
と
許
容
性

　
（
１
）
保
護
法
益
か
ら
の
検
討

　

前
述
の
通
り
、
名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
一
定
の
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
は
、
文
書
の
内
容
を
名
義
に
読
み
込
む
側
面
を
も
ち
、
有

形
偽
造
と
無
形
偽
造
の
区
別
を
失
わ
せ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
「
文
書
の
性
質
」
に
照
ら
し
て
、
文
書
上
明

示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
肩
書
き
や
権
限
と
い
っ
た
一
定
の
属
性
を
名
義
に
読
み
込
ん
で
「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同

一
性
の
偽
り
」
を
判
断
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
妥
当
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

我
が
国
に
お
い
て
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
は
、「
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
（
45
）」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
私
文
書
の
無

形
偽
造
が
原
則
と
し
て
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
は
、
文
書
の
責
任
主
体
が
表
示
さ
れ
て
い
る
限
り
、
た
と
え
内
容
が
虚
偽
の
文
書
で
あ
っ

て
も
、
文
書
の
名
義
人
に
作
成
者
と
し
て
の
責
任
を
追
及
で
き
、
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
が
害
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
と
す
る
理

解
は
、
多
く
の
学
説
に
支
持
さ
れ
て
い
る
（
46
）。
無
形
偽
造
と
有
形
偽
造
の
区
別
を
し
、
私
文
書
に
お
い
て
は
有
形
偽
造
の
み
可
罰
的
と

し
て
い
る
趣
旨
は
、
作
出
さ
れ
た
文
書
の
責
任
主
体
を
不
明
確
と
す
る
こ
と
が
、
単
に
文
書
の
内
容
に
偽
り
が
あ
る
場
合
よ
り
も
禁
圧

す
る
必
要
性
が
高
い
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
が
「
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
」
に
あ
る
と
す
る
理
解
自
体
に
は
大
き
な
異
論
は
な
い
も
の
の
（
47
）、「
公

共
的
信
用
」
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
（
48
）。
そ
し
て
、
そ
の
「
公
共
的
信
用
」

の
対
象
の
理
解
に
よ
っ
て
、
有
形
偽
造
に
お
い
て
問
え
な
く
な
る
文
書
の
「
責
任
」
が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
理
解
も
異
な
っ
て
く

る
。



　

七
二
六

近
年
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
責
任
追
及
説
（
49
）は
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
を
、「
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
」
か
ら
よ
り
具
体

的
に
捉
え
直
し
、「
法
的
取
引
の
確
実
性
と
信
用
性
」
と
解
し
て
い
る
（
50
）。
そ
の
た
め
、「
文
書
作
成
に
関
す
る
責
任
」
と
は
、
不
法
行

為
責
任
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
法
的
責
任
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
（
51
）。
民
事
責
任
を
含
む
法
的
責
任
を
名
義
人
に
対
し
て
追
及
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
、
取
引
の
安
全
は
守
ら
れ
、
文
書
に
対
す
る
信
用
は
害
さ
れ
な
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

　

責
任
追
及
説
の
よ
う
に
、
文
書
の
責
任
を
民
事
的
責
任
を
含
む
様
々
な
責
任
と
解
す
る
場
合
、
文
書
の
責
任
者
た
る
名
義
人
に
対
し

て
文
書
に
関
し
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
限
り
、
有
形
偽
造
の
成
立
を
認
め
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
刑

法
が
不
可
罰
と
し
た
私
文
書
の
無
形
偽
造
と
同
様
の
実
態
に
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
責
任
は
政
策
的
に
拡
張
さ

れ
て
い
る
場
合
も
多
く
、
民
事
法
的
責
任
追
及
の
可
否
に
よ
っ
て
犯
罪
の
成
否
が
決
定
さ
れ
る
と
理
解
し
て
良
い
か
は
慎
重
に
考
え
る

必
要
が
あ
る
（
52
）。
ま
た
、
民
事
責
任
追
及
を
問
題
と
す
る
の
は
、
文
書
内
容
が
不
真
実
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
派
生
す
る
様
々
な
法
的
責

任
を
追
及
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
た
め
で
あ
る
が
（
53
）、
そ
れ
は
結
局
文
書
偽
造
罪
の
保
護
対
象
を
「
文
書
内
容
の
真
実
性
」
に
求
め

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
る
（
54
）。

そ
も
そ
も
、
文
書
が
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
信
用
を
得
て
い
る
か
を
考
え
た
と
き
、
文
書
が
人
の
意
思
観
念
を
固
定
化
し
て

表
示
す
る
証
拠
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
日
々
刻
々
と
変
化
す
る
人
の
意
思
・
観
念
を
、
証
拠
と
し
て
残

す
た
め
の
手
段
と
し
て
文
書
は
古
く
か
ら
活
用
さ
れ
て
き
た
実
態
が
あ
り
、
そ
の
証
拠
と
し
て
の
役
割
が
果
さ
れ
る
こ
と
が
社
会
に
お

い
て
重
要
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
刑
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
刑
法
上
の
「
文
書
」
が
「
文
字
ま
た
は
こ
れ
に
代

わ
る
べ
き
記
号
、
符
号
を
用
い
て
、
あ
る
程
度
永
続
す
べ
き
状
態
に
お
い
て
、
物
体
の
う
え
に
記
載
さ
れ
た
意
思
ま
た
は
観
念
の
表
示

で
あ
っ
て
、
そ
の
表
示
の
内
容
が
法
律
上
又
は
社
会
生
活
上
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
証
拠
と
な
り
う
べ
き
も
の
（
55
）」
と
理
解
さ
れ
る
こ

と
も
、
こ
の
こ
と
と
整
合
す
る
。
文
書
は
、
人
の
意
思
・
観
念
を
他
者
が
認
識
で
き
る
可
視
性
・
可
読
性
を
も
っ
た
形
で
、
か
つ
永
続
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性
を
も
っ
て
固
定
化
し
た
証
拠
で
あ
り
、
人
の
意
思
や
記
憶
を
形
と
し
て
残
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
人
同
士
の
や
り
と
り
に

お
け
る
証
拠
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
（
56
）。
経
済
取
引
に
お
い
て
は
、
取
引
内
容
、
当
事
者
同
士
の
意
思
の
合
致
な
ど
、
事
後
的
に

証
明
可
能
で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
事
実
が
多
く
あ
る
か
ら
、
意
思
の
表
明
が
固
定
化
さ
れ
た
証
拠
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
つ
い

て
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
57
）。
そ
し
て
、
文
書
の
証
拠
と
し
て
の
役
割
は
、
そ
の
名
義
人
が
文
書
に
表
示
さ
れ
た
意
思
の
主
体

で
あ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
初
め
て
意
味
を
も
つ
。
固
定
化
さ
れ
た
意
思
・
観
念
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
っ
て
は
、
何
を
証

明
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
も
使
用
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
ゆ
え
に
文
書
に
表
示
さ
れ
た
意
思
の
主
体
た
る
名
義
人
を
偽
る
こ
と
は

禁
圧
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
文
書
が
証
拠
と
し
て
広
く
通
用
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
、「
文
書
」
と
い
う
証
拠
方
法
は
、
そ
れ
を
社
会
に
お
い
て
一

般
的
に
利
用
で
き
る
と
い
う
信
頼
が
構
築
さ
れ
、
国
民
生
活
に
お
い
て
文
書
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
58
）。
人
々

は
、
文
書
が
証
拠
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
疑
う
こ
と
な
く
信
頼
し
、
社
会
生
活
の
当
然
の
前
提
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
」
と
は
、
文
書
を
証
拠
と
し
て
使

用
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
59
）。
そ
し
て
、
文
書
の
名
義
人
が
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
作
成
し

た
こ
と
、
文
書
の
成
立
の
真
正
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
、
記
載
さ
れ
た
内
容
の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
当
該
文
書
を
名

義
人
の
意
思
・
観
念
が
化
体
し
た
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
一
般
人
の
信
頼
は
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
私
が
書
い
た
、
と
い
う
者
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
一
般
人
が
文
書
を
目
前
に
し
た
と
き
に
生
じ
る
信
頼
の
中
核
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
書
に
お
い
て
名
義
人
が
負
う
「
責
任
」
も
、
文
書
の
成
立
の
真
正
を
保
証
す
る
と
い
う
意
味
で
の

責
任
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
（
60
）。
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た
だ
し
、
文
書
を
証
拠
と
し
て
利
用
で
き
る
と
い
う
国
民
の
信
頼
は
、
単
に
文
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
者
が
作
成
し
た
と
認
め

る
こ
と
だ
け
で
は
保
護
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
文
書
を
証
拠
と
し
て
使
用
で
き
る
た
め
に
は
、
名
義
人
に
よ
る
真
正
な
成
立
が
保
証

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
名
義
人
」
は
、「
一
般
人
が
作
成
者
、
す
な
わ
ち
文
書
作
成
の
責
任
主
体
と

認
識
す
る
者

4

4

4

4

4

」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
人
が
文
書
の
責
任
主
体
と
し
て
い
か
な
る
者
を
認
識
す
る
か
は
、
文
書
に
よ
っ
て
異
な
る
も

の
で
あ
る
。
一
般
人
が
認
識
す
る
「
名
義
人
」
は
、
単
な
る
氏
名
か
ら
読
み
取
る
人
格
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
、「
文
書
の
性
質
」
に

よ
っ
て
は
、
一
定
の
属
性
を
も
っ
た
人
格
を
読
み
取
る
の
が
通
常
と
い
う
べ
き
場
合
が
あ
る
と
い
え
る
。

再
入
国
許
可
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
再
入
国
許
可
手
続
に
お
い
て
申
請
者
が
適
法
に
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

た
め
、
申
請
者
の
地
位
す
な
わ
ち
適
法
な
在
留
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
て
、
文
書
作
成
主
体
の
在

留
資
格
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
在
留
資
格
の
有
無
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
氏
名
の
表
記
は
、
文
書
の
意
思
主
体

の
人
格
そ
の
も
の
を
偽
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
在
留
資
格
の
有
無
と
い
う
属
性
を
含
ん
だ
「
人
格
」
が
文
書
か
ら
読
み

取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
際
運
転
免
許
証
で
あ
れ
ば
、
一
般
人
は
当
該
文
書
が
運
転
免
許
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
と
な

る
こ
と
を
信
頼
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
の
作
成
者
に
発
給
権
限
が
あ
る
こ
と
も
信
頼
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、「
発
給
権

限
を
有
す
る
」
と
い
う
属
性
は
、
国
際
運
転
免
許
証
と
い
う
文
書
に
お
い
て
は
決
定
的
に
重
要
な
事
項
で
あ
る
。
弁
護
士
と
い
う
肩
書

に
つ
い
て
も
、
領
収
書
と
い
う
文
書
を
一
般
類
型
化
さ
れ
た
「
領
収
書
」
と
い
う
文
書
で
み
れ
ば
、「
弁
護
士
」
で
あ
る
こ
と
は
信
頼

の
対
象
と
な
ら
な
い
が
、「
弁
護
士
報
酬
請
求
」
に
対
応
し
た
領
収
書
で
あ
れ
ば
、
文
書
を
作
成
し
た
者
が
実
際
に
弁
護
士
で
あ
る
こ

と
は
決
定
的
に
重
要
な
事
項
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
名
義
人
は
弁
護
士
で
あ
る
と
認
識
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
文
書
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
信
頼
、
い
か
な
る
証
拠
と
し
て
利
用
で
き
る
こ
と
を
信
頼
す
る
の
が
通
常
と
い
え
る
か

は
、
各
文
書
の
性
質
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
書
か
ら
認
識
さ
れ
る
意
思
の
主
体
と
し
て
の
名
義
人
は
、
そ
れ
を
証
拠
と
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し
て
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
い
か
な
る
人
間
が
意
思
の
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
が
通
常
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
措
定
さ
れ
、
当
該

「
文
書
の
性
質
」
か
ら
当
然
前
提
と
な
る
属
性
に
つ
い
て
は
、
名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
読
み
込
ま
れ
る
必
要
性
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

裁
判
所
が
「
文
書
の
性
質
」
に
言
及
し
て
偽
造
の
成
否
を
判
断
し
て
き
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
と
整
合
的
で
あ
る
。

（
２
）「
重
要
な
事
項
」
の
偽
り

　

名
義
人
に
読
み
込
ま
れ
る
属
性
が
自
由
に
操
作
で
き
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
無
形
偽
造
と
の
区
別
を
不
明
確
に
し
、
犯
罪
の
成
立
範

囲
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
読
み
込
ま
れ
る
べ
き
属
性
は
客
観
的
な
「
文
書
の
性
質
」
か
ら
限
定
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

読
み
込
ま
れ
る
べ
き
属
性
は
、
当
該
文
書
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
に
限
ら
れ
、
そ
れ
は
各
文
書
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

文
書
に
触
れ
る
具
体
的
個
人
と
の
関
係
で
相
対
的
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
（
61
）。
あ
く
ま
で
当
該
文
書
の
性
質
・
役
割
は
、
社
会
一
般

に
お
け
る
文
書
の
証
拠
と
し
て
の
意
味
が
客
観
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
般
人
が
当
該
文
書
を
い
か
な
る
証
拠
と

し
て
認
識
す
る
の
が
通
常
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
文
書
を
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
上
で
重
要
な
事
項
が
あ
る
場
合
、
そ
の

重
要
な
事
項
に
関
す
る
一
定
の
属
性
を
備
え
た
者
が
当
該
文
書
の
責
任
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
62
）。
名
義
に
読
み
込
ま
れ

る
べ
き
属
性
を
決
定
付
け
る
、
文
書
に
と
っ
て
「
重
要
な
事
項
」
は
、
当
該
「
文
書
の
性
質
」
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、「
文
書
の
性
質
」

と
は
、
当
該
文
書
が
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
場
面
、
役
割
か
ら
当
該
文
書
の
証
明
対
象
を
判
断
す
る
た
め
に
参
照
さ
れ
る
も
の
と
解
さ

れ
る
。
文
書
の
性
質
か
ら
、
そ
の
文
書
の
証
明
対
象
を
明
ら
か
に
し
、
証
明
対
象
と
の
関
係
で
決
定
的
に
重
要
な
事
項
の
み
名
義
に
影

響
を
与
え
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
限
定
的
に
解
す
る
限
り
で
属
性
を
読
み
込
む
許
容
性
も
認
め
ら
れ
よ
う
。　
　
　
「
重
要
な

事
項
」
を
偽
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
詐
欺
罪
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
他
の
者
を
搭
乗
さ
せ
る
意
図
を
秘
し
、
自
己
に
対
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す
る
搭
乗
券
の
交
付
を
請
求
し
て
そ
の
交
付
を
受
け
た
行
為
に
つ
き
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
件
（
最
決
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日（63
））

で
は
、「
搭
乗
券
の
交
付
を
請
求
す
る
者
自
身
が
航
空
機
に
搭
乗
す
る
か
ど
う
か
は
、
本
件
係
員
ら
に
お
い
て
そ
の
交
付
の
判
断
の
基

礎
と
な
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
己
に
対
す
る
搭
乗
券
を
他
の
者
に
渡
し
て
そ
の
者
を
搭
乗
さ
せ
る

意
図
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
秘
し
て
本
件
係
員
ら
に
対
し
そ
の
搭
乗
券
の
交
付
を
請
求
す
る
行
為
は
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺
く
行
為
に
あ

た
る
と
判
断
し
た
。
二
四
六
条
の
「
人
を
欺
く
」
行
為
は
、
財
産
的
処
分
行
為
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
重
要
な
事
項
を
偽
る
こ

と
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
64
）。
詐
欺
罪
に
お
け
る
「
重
要
な
事
項
」
も
、
そ
の
中
身
は
問
題
と
な
る
財
産
処
分
行
為
に
よ
っ
て
異
な
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
は
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
65
）。
前
述
の
中
川
武
隆
調
査
官
解
説
が
、「
人
格
の
同
一
性
の

偽
り
」
と
い
う
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
は
、「
文
書
偽
造
罪
の
理
解
と
し
て
詐
欺
的
要
素
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
が
、
本
来
、
犯
罪

類
型
と
し
て
の
文
書
偽
造
（
同
行
使
）
罪
に
欺
罔
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
66
）。」
と
指
摘

し
た
よ
う
に
、「
人
格
」
を
偽
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
文
書
の
責
任
主
体
に
つ
い
て
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
、
こ
の
判
断
は
詐
欺
に
お
け
る
欺
罔
行
為
の
認
定
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺
く
行
為
の
判
断
手
法
に
動

き
が
あ
る
の
と
同
様
、
偽
造
罪
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
本
的
理
解
は
維
持
さ
れ
つ
つ
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
偽
り
、
す
な
わ
ち
欺

罔
の
要
素
を
重
視
す
る
形
で
判
断
手
法
が
動
い
て
き
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
文
書
偽
造
罪
に
お
い
て
は
、
当
該
文
書
を
証
拠
と
し
て
使

用
す
る
上
で
必
須
と
な
る
「
重
要
な
事
項
」
に
偽
り
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
人
格
に
係
る
属
性
と
し
て
理
解
し
、
名
義
人
の
人
格
そ
の

も
の
を
偽
っ
て
い
る
と
判
断
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
い
え
よ
う
（
67
）。

（
45
）  　
大
塚
・
前
掲
注
（
22
）
三
六
頁
。
前
田
・
前
掲
注
（
22
）
四
二
二
頁
。

（
46
）  　
今
井
猛
嘉
「
文
書
偽
造
の
一
考
察
（
六
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
六
巻
八
号
（
一
九
九
九
年
）
一
三
七
〇
、
一
三
七
一
頁
。「
作
成
名
義
が



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
三
一

真
正
で
あ
れ
ば
、
虚
偽
文
書
を
内
容
真
実
だ
と
誤
信
し
た
文
書
の
受
取
人
も
、
そ
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
等
を
名
義
人
に
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
、

当
該
文
書
を
用
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
法
的
取
引
に
つ
き
、
一
応
の
法
的
解
決
が
可
能
と
な
る
。」「
虚
偽
文
書
の
作
成
は
、
刑
法
以
外
の
法
的
制

裁
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
が
、
文
書
を
用
い
た
「
法
的
取
引
の
確
実
性
と
信
頼
性
」、

「
文
書
を
用
い
て
得
ら
れ
る
利
益
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
を
「
文
書
制
度
」
と
理
解
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
無
形
偽

造
を
不
可
罰
と
す
る
根
拠
は
同
様
に
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
川
端
・
前
掲
注
（
26
）
四
六
頁
は
、「
こ
の
よ
う
な
人
格
的
な
保
証
を
お
こ
な

っ
た
名
義
人
に
対
す
る
責
任
追
及
、
す
な
わ
ち
文
書
の
も
つ
証
明
力
の
甘
受
を
迫
る
こ
と
が
理
論
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
書
は
社

会
生
活
に
お
い
て
絶
大
な
証
明
作
用
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
文
書
偽
造
罪
は
、
文
書
作
成
の
責
任
者
で
あ

る
名
義
人
を
い
つ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
織
的
文
書
に
対
す
る
信
頼
を
侵
害
し
、
ひ
い
て
は
制
度
と
し
て
の
文
書
全
体
の
基
礎
を
動
揺
さ
せ
る

こ
と
に
、
そ
の
本
質
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
を
「
文
書
制
度
」
と
理
解
し
つ
つ
、
文
書
作

成
の
責
任
者
で
あ
る
名
義
人
へ
の
責
任
追
及
が
で
き
る
こ
と
を
文
書
へ
の
信
頼
の
前
提
と
し
て
い
る
。
有
形
偽
造
の
可
罰
性
に
つ
い
て
の
根
拠
は
、

各
学
説
に
お
い
て
も
殆
ど
相
違
は
な
く
、
学
説
に
よ
っ
て
大
き
く
違
い
が
現
れ
る
の
は
、
保
護
法
益
の
具
体
的
な
理
解
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
責
任
」

の
内
容
の
理
解
で
あ
る
。

（
47
）  　
但
し
、
山
本
輝
之
「
文
書
偽
造
罪
（
上
）」
法
教
三
〇
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
九
頁
は
、「
文
書
偽
造
罪
の
保
護
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
当

該
文
書
に
関
与
す
る
不
特
定
の
人
々
の
具
体
的
な
利
益
で
あ
り
、
そ
れ
を
保
護
す
る
反
射
的
効
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
の
文
書
の
真
正
さ
に
対

す
る
公
共
の
信
用
を
も
保
護
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
48
）  　
「
公
共
の
信
用
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
平
野
龍
一
「
刑
法
各

論
の
諸
問
題
15
」
法
セ
ミ
二
二
二
号
（
一
九
七
四
年
）
六
八
頁
。「『
信
用
』
そ
の
も
の
は
、
保
護
法
益
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
書
偽
造
罪

は
、『
文
書
の
真
正
』
に
つ
い
て
の
信
用
を
保
護
す
る
の
だ
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
実
質
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
『
だ
ま

さ
れ
た
』
と
い
う
だ
け
で
は
被
害
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
文
書
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
に
、『
何
』
が
侵
害
さ
れ
る
か
、
が
問
題
な
の

で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。

（
49
）  　
今
井
・
前
掲
注
（
20
）
一
考
察
（
4
）
九
五
九
頁
。

（
50
）  　
今
井
猛
嘉
「
文
書
概
念
の
解
釈
を
巡
る
近
時
の
動
向
に
つ
い
て
」
芝
原
邦
爾
・
西
田
典
之
・
井
上
正
仁
編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

上
巻
』（
一
九
九
八
年
）
四
六
一
頁
。「
文
書
作
成
に
関
す
る
法
的
責
任
主
体
へ
の
信
用
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
、
文
書
を
媒
介
と
し
た
各
種

活
動
の
確
実
性
と
信
用
性
だ
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
各
種
の
活
動
は
『
法
的
取
引
』
と
呼
び
得
る
が
、
文
書
は
、
そ
の
証
明
機
能
に
よ
り
様
々
な
法

的
取
引
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

（
51
）  　
今
井
・
前
掲
注
（
50
）
四
六
一
頁
。
文
書
を
作
成
し
た
こ
と
に
対
す
る
責
任
と
は
、「
様
々
な
法
的
責
任
を
意
味
す
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、
民



　

七
三
二

事
法
上
の
責
任
、
行
政
法
上
の
責
任
、
刑
事
法
上
の
責
任
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
、
文
書
作
成
に
よ
り
生
じ
得
る
様
々
な
法
的
責
任

を
、
名
義
人
に
追
及
し
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
で
一
法
の
法
的
解
決
が
可
能
と
な
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
今
井
・
前
掲
注
（
20
）
一
考

察
（
４
）
九
九
二
頁
で
も
、
名
義
人
に
追
求
可
能
か
否
か
を
考
慮
す
べ
き
責
任
と
は
「
不
法
行
為
責
任
を
も
含
む
各
種
の
法
的
責
任
」
と
解
す
る

の
が
論
理
的
で
あ
る
と
す
る
。

（
52
）  　
島
田
・
前
掲
注
（
42
）
五
〇
頁
。

（
53
）  　
今
井
・
前
掲
注
（
50
）
四
六
九
頁
。
民
事
法
上
の
責
任
と
し
て
、「
例
え
ば
、
虚
偽
文
書
を
真
実
だ
と
偽
っ
て
契
約
を
締
結
さ
せ
た
者
に
対
し

て
、
契
約
の
相
手
方
が
追
及
す
る
損
害
賠
償
責
任
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
54
）  　
成
瀬
幸
典
「
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益―

有
形
偽
造
の
本
質―

」
現
代
刑
事
法
三
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
三
五
頁
。

（
55
）  　
大
塚
仁
他
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
（
第
八
巻
）〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
一
年
）
六
三
頁
（
荒
木
友
雄
＝
小
出
錞
一
）。
大
判
明
治
四
三 

年

九
月
三
〇
日
（
刑
録
一
六
輯
一
五
七
二
頁
）。

（
56
）  　
成
瀬
・
前
掲
注
（
54
）
三
六
頁
。「
文
書
は
人
の
意
思
を
物
体
上
に
永
続
的
な
形
で
有
体
化
し
、
表
明
を
表
明
者
の
理
解
力
や
記
憶
力
と
は
無

関
係
に
、
客
観
的
に
確
定
す
る
点
で
証
言
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
57
）  　
川
端
・
前
掲
注
（
26
）
四
二
頁
以
下
参
照
。「
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
、
権
利
関
係
は
い
か
に
観
念
的
に
成
立
し
た
と
し
て
も
、
司
法
制
度

の
拡
充
の
進
展
に
と
も
な
い
裁
判
を
通
し
て
実
現
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
無
意
味
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
し
、
こ
れ
を
市
民
社
会
に

お
け
る
「
証
明
の
強
制
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
日
常
の
法
的
生
活
、
経
済
生
活
に
お
い
て
も
、
権
利
な
い
し
資
格
の
証
明
の
必
要
が
頻
繁
に
生
じ

て
お
り
、「
こ
の
よ
う
に
証
明
が
強
制
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
、
証
明
の
手
段
と
し
て
の
証
拠
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

（
58
）  　
川
端
・
前
掲
注
（
26
）
四
〇
頁
。

（
59
）  　
保
護
法
益
を
文
書
制
度
と
理
解
す
る
川
端
教
授
と
、
文
書
の
証
拠
能
力
を
重
視
す
る
成
瀬
教
授
、
島
田
教
授
の
見
解
は
、
保
護
法
益
の
実
質
的

な
理
解
と
し
て
は
共
通
す
る
部
分
が
大
き
い
と
思
わ
れ
、
私
見
も
こ
れ
ら
の
見
解
と
近
い
も
の
で
あ
る
。

（
60
）  　
文
書
の
成
立
の
真
正
が
確
保
さ
れ
、
文
書
を
証
拠
と
し
て
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
信
頼
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
民
が
享
受
で

き
る
実
質
的
な
利
益
は
、
そ
の
文
書
を
証
拠
と
し
て
、
名
義
人
に
対
し
て
何
ら
か
の
責
任
追
及
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
い
う
責
任
追
及
の
内
容
が
、
責
任
追
及
説
の
い
う
「
責
任
」
と
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
責
任
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
名
義
人
に
対
し
て
、
何
ら

か
の
法
的
責
任
追
及
を
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
文
書
を
使
用
で
き
る
こ
と
が
、
真
正
な
成
立
が
認
め
ら
れ
た
文
書
の
実
質
的
な
価
値
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
が
国
の
文
書
偽
造
罪
が
、
財
産
的
損
害
の
発
生
を
問
題
と
せ
ず
に
財
産
犯
以
外
の
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、

文
書
偽
造
罪
で
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
真
正
な
文
書
を
使
用
し
た
結
果
得
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
利
益
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
三
三

な
利
益
を
追
及
す
る
た
め
に
文
書
を
証
拠
と
し
て
使
用
で
き
る
と
い
う
、
前
提
と
し
て
の
文
書
の
役
割
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
実
際
に
文
書
を
利

用
し
て
追
及
す
る
法
的
な
「
責
任
」
よ
り
も
、
一
歩
手
前
の
段
階
の
文
書
作
成
に
関
す
る
「
責
任
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
文

書
偽
造
罪
が
社
会
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
こ
と
と
も
整
合
的
に
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
文
書
偽
造
罪
を
証
拠
犯
罪
と
捉
え

る
見
解
が
正
当
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。（
川
端
・
前
掲
注
（
26
）
三
五
頁
以
下
参
照
。）
こ
の
よ
う
な
文
書
に
対
す
る
責
任
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
の

先
に
、
取
引
の
安
全
も
間
接
的
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
61
）  　
横
瀬
浩
司
「
私
文
書
偽
造
罪
の
本
質―

「
人
格
的
同
一
性
理
論
」
を
め
ぐ
っ
て―

」
愛
知
産
業
大
学
短
期
大
学
紀
要
一
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）

五
五
頁
は
、
名
義
人
の
特
定
に
お
い
て
文
書
の
性
質
・
機
能
な
い
し
行
使
さ
れ
る
場
面
・
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
を
「
相
対
的
名
義
人
概
念
」
と

呼
び
、
名
義
人
が
文
書
を
受
け
取
る
人
間
と
の
間
で
相
対
的
に
確
定
さ
れ
る
た
め
に
、「
相
対
的
名
義
人
概
念
」
の
考
え
方
は
、
文
書
の
第
三
者

へ
の
流
通
可
能
性
と
い
う
「
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
よ
り
弛
緩
性
を
帯
び
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
、
名
義
人
の
特

定
に
お
い
て
文
書
の
性
質
・
機
能
等
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
書
に
お
い
て
画
一
的
に
名
義
人
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
名
義
人
の
特
定
は
あ
く
ま
で
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
文
書
の
受
取
人
と
の
関
係
で
個
別
的
相

対
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
は
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
で
あ
る
か
ら
、
一
般
人
と
の
関
係
で
文
書
が
い

か
な
る
信
用
を
生
じ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
文
書
の
流
通
可
能
性
も
、
そ
れ
が
皆
無
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
例
外
的
で
特
殊
な

事
例
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
文
書
が
一
切
の
流
通
可
能
性
を
有
さ
ず
、
特
定
の
当
事
者
間
の

み
で
や
り
と
り
さ
れ
る
文
書
で
あ
り
、
か
つ
、
文
書
を
受
け
取
る
側
が
作
成
者
側
の
事
情
を
熟
知
し
、
人
格
の
同
一
性
を
誤
信
す
る
可
能
性
が
皆

無
で
あ
る
と
い
っ
た
例
外
的
場
合
に
つ
い
て
、
初
め
て
人
的
な
相
対
性
が
問
題
と
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
前
田
雅
英
「
同
姓
同
名

の
弁
護
士
が
存
在
す
る
場
合
に
、
弁
護
士
で
な
い
者
が
弁
護
士
の
肩
書
き
を
使
用
し
て
文
書
を
作
成
し
た
場
合
と
私
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
判
例

時
報
一
五
二
一
号
（
一
九
九
五
年
）
二
四
〇
頁
。

（
62
）  　
井
田
良
「
文
書
偽
造
罪
の
現
代
的
展
開　

コ
メ
ン
ト
①
」
山
口
・
井
田
・
佐
伯
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
Ⅱ
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
五
頁
。

「『
人
格
の
同
一
性
の
齟
齬
』
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
結
局
、
そ
れ
は
文
書
の
証
明
目
的
と
の
関
係
で
見
た
と
き
に
本
質
的
に
重
要
な
属
性

（
な
い
し
資
格
）
を
偽
り
、
文
書
の
証
明
目
的
と
の
関
係
で
は
別
人
格
と
評
価
さ
れ
る
人
格
を
表
示
し
た
場
合
は
、
有
形
偽
造
と
さ
れ
え
る
こ
と

に
な
る
。」
と
指
摘
す
る
。

（
63
）  　
刑
集
六
四
巻
五
号
八
二
九
頁
。

（
64
）  　
前
田
雅
英
「
詐
欺
罪
の
欺
く
行
為
と
『
重
要
な
事
実
』」
捜
査
研
究
六
三
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
。

（
65
）  　
木
村
光
江
「『
財
産
上
の
利
益
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
七
巻
二
号
二
四
六
頁
。

（
66
）  　
中
川
・
前
掲
注
（
13
）
九
七
頁
。
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（
67
）  　
前
田
雅
英
「
同
姓
同
名
の
弁
護
士
が
存
在
す
る
場
合
に
、
弁
護
士
で
な
い
者
が
弁
護
士
の
肩
書
き
を
使
用
し
て
文
書
を
作
成
し
た
場
合
と
私
文

書
偽
造
罪
の
成
否
」
判
時
一
五
二
一
号
（
一
九
九
五
年
）
二
四
〇
頁
。「
そ
の
文
書
に
と
っ
て
『
名
義
人
の
人
格
の
重
要
な
齟
齬
』
が
あ
る
以
上
、

有
形
偽
造
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
名
義
の
正
確
さ
の
問
題
と
、
内
容
の
正
確
さ
の
問
題
は
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
分
け
て
考
え
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。

６　

ま
と
め
に
代
え
て

　

近
年
の
判
例
の
傾
向
と
し
て
、「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
の
偽
り
」
の
有
無
を
判
断
す
る
際
の
名
義
人
の
「
人
格
」
の

特
定
に
お
い
て
は
、
人
的
な
属
性
を
読
み
込
ん
で
判
断
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
手
法
は
、
無
形
偽
造
と
の
区
別
を
曖
昧
に

す
る
危
険
を
孕
む
も
の
で
あ
り
、
有
力
な
批
判
が
多
い
。

し
か
し
、
文
書
の
責
任
主
体
た
る
名
義
人
に
重
大
な
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
、
文
書
が
も
つ
証
拠
と
し
て
の
役
割
と
そ
れ
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
を
大
き
く
毀
損
す
る
こ
と
に
な
る
。
発
給
権
限
を
有
す
る
者
が
作
成
し
た
と
認
識
さ
れ
る
国
際
運
転
免
許
証
様
の
も

の
が
自
由
に
流
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
般
人
は
国
際
運
転
免
許
証
を
証
拠
と
し
て
信
用
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
文
書
偽
造

罪
の
保
護
法
益
た
る
「
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
」
の
保
護
は
、
国
民
が
文
書
に
対
し
て
期
待
す
る
証
拠
と
し
て
の
役
割
を
確
保
す

る
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
ら
、
文
書
の
責
任
主
体
を
偽
る
こ
と
で
、
証
拠
と
し
て
意
味
を
持
た
な
い
文
書
を
作
出
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
者
が
当
該
文
書
の
責
任
主
体
た
る
名
義
人
と
認
定
さ
れ
る
か
は
、
当
該
文
書
が
何
に
対
す
る

証
拠
と
し
て
使
用
で
き
る
と
信
頼
す
る
の
が
通
常
か
と
い
う
一
般
人
の
認
識
か
ら
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
各
「
文
書
の
性

質
」
に
照
ら
し
て
個
別
に
判
断
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。「
文
書
の
性
質
」
に
照
ら
す
と
は
、
す
な
わ
ち
当
該
文
書
が
証
明
す
る
対

象
と
の
関
係
で
「
重
要
な
事
項
」
が
何
か
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
に
偽
り
が
あ
る
と
も
は
や
文
書
の
責
任
主
体
そ
の
も
の



文
書
偽
造
罪
に
お
け
る
「
人
格
」
の
偽
り
と
重
要
な
属
性

（
都
法
五
十
六-

一
）　　

七
三
五

に
錯
誤
を
生
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
、
当
該
文
書
に
と
っ
て
重
要
な
属
性
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
で
あ
る
（
47
）。

　

も
っ
と
も
、
名
義
人
に
一
定
の
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
は
、
一
定
程
度
無
形
偽
造
を
有
形
偽
造
と
し
て
取
り
込
む
側
面
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
制
限
に
詳
細
な
属
性
を
読
み
込
む
こ
と
は
不
必
要
に
有
形
偽
造
の
範
囲
を
広
げ
、
妥
当
で
な

い
。
あ
く
ま
で
、
当
該
文
書
の
性
質
上
、
そ
の
属
性
を
も
つ
名
義
人
で
な
け
れ
ば
文
書
の
責
任
主
体
と
し
て
捕
捉
で
き
る
意
味
が
な

く
、
証
拠
と
し
て
の
価
値
が
全
く
な
い
と
一
般
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
特
定
さ
れ
る
名
義
人
の
人
格
に
属
性
を
読
み
込
む
こ
と

が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
再
入
国
許
可
申
請
書
に
お
い
て
も
、
文
書
に
と
っ
て
決
定
的
に

重
要
な
名
義
人
の
属
性
を
偽
る
こ
と
に
な
る
通
称
名
の
使
用
は
、
申
請
書
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
の
意
味
を
毀
損
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
人
格
」
そ
の
も
の
の
偽
り
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
の
他
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
当
該
文
書
が
証
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
上
で

決
定
的
に
重
要
な
属
性
の
偽
り
が
あ
る
場
合
に
「
人
格
」
の
偽
り
を
認
め
て
き
て
お
り
、
い
ず
れ
も
妥
当
な
判
断
が
な
さ
れ
て
き
て
い

る
と
評
価
で
き
る
。

　

我
が
国
の
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
、
名
義
人
と
作
成
者
の
「
人
格
の
同
一
性
」
を
考
え
る
と
き
、
文
書
の
責
任
主
体
に
つ
い
て
実
質

的
な
欺
罔
が
あ
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
い
う
「
人
格
」
は
、
当
該
文
書
を
証
拠
と
し
て
利
用
す
る
上
で
当
然
の
前
提

と
な
る
重
要
な
属
性
を
読
み
込
ん
で
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
。「
文
書
の
性
質
」
を
客
観
的
に
評
価
し
て
「
名
義
人
」

に
読
み
込
ま
れ
る
べ
き
重
要
な
属
性
が
限
定
さ
れ
る
限
り
で
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の

裁
判
例
の
判
断
は
妥
当
な
範
囲
で
運
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
68
）  　
こ
の
意
味
で
は
、
縁
組
意
思
を
欠
く
無
効
な
養
子
縁
組
を
し
た
被
告
人
が
、
縁
組
後
の
氏
名
に
よ
り
消
費
者
金
融
業
者
借
入
基
本
契
約
書
及
び

カ
ー
ド
会
員
入
会
申
込
書
を
作
成
提
出
し
た
東
京
地
判
平
成
一
五
年
一
月
三
一
日
判
決
（
判
時
一
八
三
八
号
一
五
八
頁
）
が
、
有
印
私
文
書
偽
造

罪
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
は
、
証
明
対
象
と
の
関
係
で
重
要
な
属
性
を
問
題
と
し
た
わ
か
り
易
い
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
東
京
地
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裁
は
、
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
文
書
が
、「
申
込
者
の
人
格
に
帰
属
す
る
経
済
的
信
用
度
を
誤
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
そ
の
人
格
の
本

来
的
帰
属
主
体
を
表
示
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
帰
属
主
体
を
偽
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
性
質
の
文
書
」
で
あ
る
と
認
め
、「
当
時
の
被
告

人
の
戸
籍
上
の
記
載
に
基
づ
く
表
示
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
養
子
縁
組
が
無
効
で
あ
る
以
上
、
各
被
害
会
社
に
対
し
、
以
後
の
融
資
契
約
等

の
法
律
効
果
の
帰
属
主
体
を
、
本
件
養
子
縁
組
以
前
の
Ａ
す
な
わ
ち
被
告
人
と
は
別
個
の
人
格
で
あ
る
Ｃ
と
偽
り
、
そ
の
結
果
、
融
資
契
約
等
の

法
律
効
果
が
帰
属
す
る
人
格
の
経
済
的
信
用
度
を
誤
ら
せ
る
も
の
で
、
虚
偽
の
人
格
の
帰
属
主
体
を
表
示
し
、
各
文
書
の
作
成
名
義
を
偽
る
も
の

に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
有
印
私
文
書
偽
造
罪
が
成
立
す
る
」
と
し
た
。
経
済
的
信
用
度
を
判
断
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
か
ら
、

資
力
等
を
判
断
す
る
た
め
の
事
実
が
文
書
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
該
文
書
の
名
義
人
も
、「
経
済
的
効
果
が
帰
属
す
る

者
」
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
（
新
た
な
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い
）「
Ａ
」
が
名
義
人
で
あ
る
の
に
、「
Ｃ
」
と
表
示
す
る
こ

と
は
、「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
性
」
を
偽
っ
た
も
の
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
で
は
無
効
な
縁
組
前
の
本
名
を
記
載

す
れ
ば
、
正
し
く
Ａ
の
経
済
的
信
用
度
が
判
断
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
名
義
人
は
「
Ａ
」
と
特
定
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
名
義
人
の
特
定
に

お
い
て
具
体
的
に
「
本
来
融
資
を
受
け
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
属
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
い
事
案
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。


